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障害者自立支援法の
概要について

平成１７年１１月１４日

栃木県保健福祉部障害福祉課
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「障害者自立支援法」はこんな「障害者自立支援法」はこんな法律法律ですです

障害者施策を３障害一元化障害者施策を３障害一元化

就労支援の抜本的強化就労支援の抜本的強化

安定的な財源の確保安定的な財源の確保

・養護学校卒業者の５５％は福祉施設に入所

・就労を理由とする施設退所者はわずか１％

・新規利用者は急増する見込み

・不確実な国の費用負担の仕組み

利用者本位のサービス体系に再編利用者本位のサービス体系に再編

・ 障害種別ごとに複雑な施設・事業体系

・ 入所期間の長期化などにより、本来の施設目
的と利用者の実態とが乖離

自
立
と
共
生
の
社
会
を
実
現

障
害
者
が
地
域
で
暮
ら
せ
る
社
会
に

支給決定の透明化、明確化支給決定の透明化、明確化

・全国共通の利用ルール（支援の必要度を判定

する客観的基準）がない

・支給決定のプロセスが不透明

改革の内容

現状

現状

現状

現状

・ ３障害（身体、知的、精神）ばらばらの制度体

系（精神障害者は支援費制度の対象外）

・実施主体は都道府県、市町村に二分化

現状
○３障害の制度格差を解消し、精神障害者を対象に

○市町村に実施主体を一元化し、都道府県はこれをバッ
クアップ

○３３種類に分かれた施設体系を６つの事業に再編。
あわせて、「地域生活支援」「就労支援」のための事業や
重度の障害者を対象としたサービスを創設

○規制緩和を進め既存の社会資源を活用

○新たな就労支援事業を創設
○雇用施策との連携を強化

○支援の必要度に関する客観的な尺度（障害程度区分）
を導入

○審査会の意見聴取など支給決定プロセスを透明化

○国や都道府県の負担責任を強化（義務的負担化）
○利用者も応分の費用を負担し、皆で支える仕組みに
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ホームヘルプサービス支給決定者数の推移
（平成１５年４月～平成１６年１０月）
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単位：人

今なぜ改革が必要なのか（１）

14年3月 15年4月 16年3月

2,2832,3282,447

（72％） （73％） （78％）

986 1,4981,780

（30％） （47％） （56％）

1,2311,671

（39％） （53％）

知的障害者
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ

精神障害者
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ

身体障害者
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ

ー

支援費制度施行後、
利用者数は急増

障害種別間の格差は大きく、
未実施市町村も多数

対象者は1年半で
1．6倍に

精神障害者は
支援費制度の対象外

ホームヘルプサービス実施市町村数
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今なぜ改革が必要なのか（２）

皆で支え合い、サービス量を増やしていくことが必要
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サービス水準にも
大きな地域間格差が存在

人口1万人対支給決定者数
（介護保険は65歳以上人口対要介護者数）

支援費
最大７．８倍

介護保険
最大１．７倍

単位：円

14年度 15年度

16年度 17年度

▲12億

493億 516億 602億

930億

＋23億
(4.7％増)

＋86億
(16.7％増)

＋328億
(54.5％増)

▲14億当
年
度
不
足
額

当
初
予
算

予算案

制度改正を制度改正を
前提に前提に、１８、１８年年
１月以降１月以降 義務義務

的経費化的経費化

173億
補正予算

流用114億

▲11億

流用90億

128億

274億

在宅サービス予算の状況

（障害福祉サービスの予算 3，738億円（平成17年度予算）→4，143億円（平成18年度概算要求） ＋10．8％増） 4



障害者・児

都道府県

・広域支援 ・人材育成 等

【基 本 事 業】

介護給付 訓練等給付

支援

地域生活支援事業

市 町 村

・居宅介護

・重度訪問介護

・行動援護
・療養介護
・生活介護
・児童デイサービス
・短期入所
・重度障害者等包括支援
・共同生活介護
・施設入所支援

・自立訓練（機能・生活）

・就労移行支援
・就労継続支援
・共同生活援助

自立支援医療 ※

・（旧）更生医療

・（旧）育成医療
・（旧）精神通院公費 等

・相談支援 ・コミュニケーション支援、日常生活用具

・移動支援 ・地域活動支援
・福祉ホーム 等

補装具

自立支援給付

総合的な自立支援システムの構築

※自立支援医療のうち
旧育成医療と、旧精神
通院公費の実施主体
は都道府県等
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障害者自立支援法施行スケジュール

１８年度

※２ 児童入所施設の利用事務の市町村移譲及び施設再編につ いては、概ね５年後の施行を目途に３年以内に結論を得る。

福祉サービスの利用者負担の見直し

国・都道府県の義務的負担化

公費負担医療の見直し（利用者負担の見直し・医療機関の指定制度の導入）

１８年４月 １８年１０月

新体系
※１

児童入所施設の契約制度への移行
利用者負担の見直し ※２

施設・事業の段階的移行
旧体系

※１ 施行後概ね５年間（平成２４年３月末までの政令で定める日までの間）で移行。

自
立
支
援
医
療

福
祉
サ
ー
ビ
ス

障
害
児
施
設

（
児
童
福
祉
法
）

第１期障害福祉計画（～２０年度末）
（１８年度末までに策定）

新たな支給決定（障害程度区分等）の実施
（１８年１０月より全市町村で実施）
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障害福祉サービスの
利用者負担について

平成１７年１１月１４日

栃木県保健福祉部障害福祉課
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障害福祉サービスの負担を見直します
～今後とも障害のある方が必要なサービスを受けられる制度とするために～

○ 障害福祉サービス制度を、低所得の方に対する措置的なものから、契約に基づき誰もが利用できるユニバー

サルな制度に見直します。

○ 障害のある方も社会の構成員として利用者負担をすることで、制度を支える一員となっていただきます。

○ 自宅で暮らしていても施設で暮らしていても、費用負担が公平になるようにします。

＜定率負担については・・・＞
○ どの方でも負担が増え過ぎないよう、上限額を設定するとともに所得の低い方にはより低い上限を設定します。
○ 資産等が少ない方には、収入の額に応じてさらに、上限額を引き下げます。

＜食費等の負担については・・・＞
○ 全額負担しなくてもよいよう、負担軽減を図ります。

応能負担から定率負担へ

施設等での食費は自己負担へ

所得の低い方へは負担の軽減を図ります

このため、利用者負担の見直しを行うとともに、サービスに必要な費用を国が責任を持って負担する仕組み

を導入し、新たにサービスを利用される方がサービスを受けるために必要な財源が確保されるようにします。

8



個室利用料

各入所施設に係る負担（給付対象）の見直し

実費負担給付対象（負担なし）精神

給付対象（応能負担）知的

実費負担給付対象（応能負担）身体

医療費・日常生活費食費・光熱水費人的サービス

実費負担実費負担（補足給付）給付対象（定率）３障害

医療費・日常生活費食費・光熱水費人的サービス

障害福祉サービス利用者負担見直しの考え方

応能負担

食費

実費負担（食費、光熱水費）＋サービス量と所得に着目した負担（定率負担＆負担軽減措置）

サ
ー
ビ
ス

実
費

居宅

定
率
負
担

通所

定
率
負
担

食費・光熱水費

入所

定
率
負
担

は自己負担
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施設に入所している
場合（２０歳未満）

ホームヘルプサービス
を使う場合

通所サービスを使う
場合

グループホームを
利用している場合

施設に入所している
場合（２０歳以上）

④ 社会福祉法人の提供するサービスを受ける場合については、①
の上限額を半額に（資産が350万円以下等）。【社会福祉法人減免】

・低所得１：１５，０００円→７，５００円
・低所得２：２４，６００円→１２，３００円

（通所サービスを利用する場合 ２４，６００円→７，５００円）

通所サービスを利
用する場合、⑦の
減額措置を適用。

② 同じ世帯で他にも障害福祉サービス、介護保険のサービスを受けている方がいれば、その合算額が①を超えないよう
に負担額を軽減。【高額障害福祉サービス費】

③ 収入に応じて個別に減免（資産が350万円
以下）。【個別減免】

・収入が６．６万円までなら負担は０円
・収入が６．６万円を超えても、超えた収入の半分を上限額に
・さらに、６．６万円超えた収入が年金や工賃等の収入であれば、
超えた分の１５％を上限額に（グループホーム入居の方）

⑤ 利用者負担を行うことにより生活保護世帯に該当する場合は、生活保護に該当しなくなるまで負担額を引き下げ。【生
活保護への移行防止】

障害福祉サービス利用者負担軽減措置の概要

食
費
・
光
熱
水
費

① 原則は１割負担ですが、どの方でも負担が増え過ぎないよう、上限額を設定するとともに、所得の低い方にはより低い
上限を設定。 【月額上限】

一 般：４０，２００円

低所得２：２４，６００円

市
町
村
民
税

世
帯
非
課
税

低所得１：１５，０００円

生活保護：０円
サービス量

負
担
額

○一般・・市町村民税課税世帯
○低所得２・・市町村民税世帯非課税

（３人世帯であれば、障害基礎年金1級を含めて概ね300万円以下の年収）
○低所得１・・市町村民税世帯非課税で障害者の収入が年収80万円（障害基礎

年金２級相当額）以下サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
費
用

⑥ 少 な くと も2.5
万円が手元に残
るよう低所得者
の実費負担を軽
減。【補足給付】

⑦低所得者の食
費負担を3分の1
程度に減額(月
22日利用の場合
約5,100円)。

⑧地域で子どもを養
育する世帯において
通常かかる程度の
負担となるよう、実
費負担額の上限額
を設定。【補足給付】
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利用者負担手続きフロー

申請 「世帯」の範囲の確認

「世帯」の課税・非課税を確認

利用者（本人）の収入の確認

利用するサービスの確認

非課税 課税

生活保護

低所得１ 低所得２

80万円以下 80万円超

一般

入所施設（20歳未満）の場合のみ

＊補足給付額の認定

グループホーム
入所施設（20歳以上）

在宅（ホームヘルプ、通所等）
入所施設（20歳未満）

＊個別減免の対象確認
（本人の資産確認）
＊【入所施設】補足給付
額の認定（本人の収入
確認）

＊社会福祉法人減免の対象確認
（本人・生計維持者の資産、収入状
況確認）
＊【入所施設】補足給付額の認定

【その他の軽減措置】
＊高額障害福祉サービス費
＊生活保護への移行防止
＊通所サービスの食費減額
＊就労継続支援（雇用型）に
おける減免

0円生活保護

低所得１

低所得２

一般

15,000円

24,600円

40,200円

定率負担月額上限
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特例世帯

月額負担上限額の設定に当たっては、住民基
本台帳上の世帯の所得で設定します。

月額負担上限額の設定に当たっては、住民基
本台帳上の世帯の所得で設定します。

障害者の自立の観点
を考えると・・

税制や健康保険制度において、同一世帯の
家族等の扶養となっていない場合

同一世帯に家族等がいても、障害者とその
配偶者のみの所得とできるようにします。

世帯の範囲の確認

障害者

住民税 扶養控除

健康保険 扶養

健保本人

住民票上の世帯

配偶者

世帯主

なし

なし

12



預
貯
金
等
＊

の
額

が
３
５
０
万
円
超

本
人
の
預
貯
金
等
＊

の
額
が
３
５
０
万
円
以
下

６．６万円を超える
収入が稼得等収入
（工賃等の就労収
入、年金収入）の場
合

６．６万円を超える
収入が仕送り等の
収入の場合

年金２級相当額（６．６万円）以
下の収入の場合

特
定
目
的
収
入
を
除
き
、
年
金
２
級
相

当
額
（
６
．
６
万
円
）
を
超
え
る
収
入
が
あ

る
場
合

○ 定率負担額 ２．０万円
（低所得１の場合は１．５万円＝月額負担上限額）

・グループホーム定率負担 ０．６万円

・通所施設定率負担 １．４万円

６．６万円以下の収入については、定率負担なし

→ 定率負担額 ０円

３千円控除の上、６．６万円を超える収入の15%を
負担（４．３万円を超えた額は50%負担）

（収入額２万円の場合の例）

→定率負担額 0.26万円 (2.0-0.3)×0.15=0.26

６．６万円を超える収入の50%を負担
（収入額２万円の場合の例）

→定率負担額 1万円 2.0×0.5=1.0

（
個
別
減
免
な
し
）

（
個
別
減
免
あ
り
）

（注）上記に加え、通所施設の食費負担約５千円（低所得者１，２）を負担する。

＜資産＞ ＜収入額・収入の種類＞ ＜負担額＞

グループホーム入所者（授産施設へ通所）の場合の個別減免

*預貯金等には、一定の信託等を除く。 ※数字は端数を丸めて計算しており、実際の数
値とは異なる。（実際は１円単位まで計算）
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預
貯
金
等
の
額
が

３
５
０
万
円
超

本
人
の
預
貯
金
等
の
額
が
３
５
０
万
円
以
下

６．６万円を
超える収入
が稼得等収
入（工賃等の
就労収入、
年金収入）の
場合

超過収入が
その他の収
入（仕送り
等）の場合

年金２級相当額（６．６万
円）以下の収入の場合

特
定
目
的
収
入
を
除
き
、
年
金
２
級
相

当
額
（
６
．
６
万
円
）
を
超
え
る
収
入
（
超

過
収
入
）
が
あ
る
場
合

〈療護施設〉〈知的更生施設〉

（低所得１） １．５万円 １．５万円

（低所得２） ２．４６万円 ２．３万円

（一般世帯） ３．３８万円 ２．３万円

６．６万円以下の収入につ
いては、定率負担なし

→ 定率負担額 ０円

３千円控除**の上、超過収
入の50%を負担
（収入額２万円の場合の例）

→定率負担額 0.85万円

(2.0-0.3)×0.5=0.85

超過収入の50%を負担
（収入額２万円の場合の例）

→定率負担額 1万円

2.0×0.5=1.0

（
個
別
減
免
な
し
）

（
個
別
減
免
あ
り
）

（注）預貯金等には一定の信託等を除く。数字は端数を丸めて計算しており、実際は１円単位まで計算。

＜資産＞ ＜収入額・収入の種類＞ ＜定率負担額＞

施設入所者（２０歳以上）の個別減免と補足給付

収入が６．６万円以
下の場合

負担額2.2～4.1万
（収入－2.5万円*）

収入が６．６万円を
超える場合
負担額4.1～5.8万

負担額=6.6-2.5万円*＋
（収入-6.6万円）×0.5

＜食費・光熱費負担＞ ＜負担計****＞

手元に2.5万円*残る

（定率負担はなし）

食費のみ負担

6.6～10万円***の収入
の場合

手元に2.5万円*残る

10万円***を超える場合

手元に2.5万円*＋（10万円を
超える収入額）×0.5残る

食費＋定率負担

同上

食費負担

＋

定率負担（個別減免がな
いため全額負担）

*その他の生活費は年金、年齢などに応じて2.5万円、2.8万円、3.0万円。**その他の生活費が2.5万円より加算されている
者は３千円控除は行わない。***その他生活費が2.8万円の場合は10.6万円、3.0万円の場合は11万円。****超過収入が
その他の収入の場合。
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低所得者１、２のうち、収入、預貯金等が一定額以下で一定の不動産等を所有していない者

対象となる低所得者

世帯人数が一人増える
ごとに収入基準額は50
万 円 、 預 貯 金 等 額 は
100万円加算

社会福祉法人減免

社会福祉法人による利用料減免措置を促進するため、低所得者のうち、特に支援が必事となるような層を対象に、
一の事業者でかかる利用者負担額が利用者負担上限額の半額を超える部分について、社会福祉法人が減免を
行った場合に、公費による助成を行う（経過措置として3年間実施）。

①通所施設、デイサービス
②入所施設（２０歳未満）
③重度障害者のホームヘルプサービス等

減免対象サービス

の定率負担 低所得１‥7,500円を超える部分
低所得2 ‥12,300円を超える部分（①は7,500円）

減額部分

550万円以下450万円以下350万円以下預貯金等額

250万円以下200万円以下150万円以下収入基準額

３人世帯２人世帯単身世帯

減免額のうち、本来徴収すべき利用者負担額の５％までは２分の１
５％を超える部分については４分の３を助成

公費助成
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① 障害者自立支援法に基づく介護給付費等に係る定率負担額

② 身体障害者福祉法に基づく施設等訓練支援費の定率負担額（18.4～9）

③ 知的障害者福祉法に基づく施設等訓練支援費の定率負担額（18.4～9）

④ 児童福祉法に基づく障害児施設給付費（高額障害児施設給付費として償還された費用を除く）

（18.10～）

⑤ 介護保険の利用者負担額（高額介護サービス費により償還された費用を除く）（ただし、同一人

が障害福祉サービスを併用している場合）

同一の世帯に属する者が同一の月に受けたサービスの上記の負担額を合算。

合算の対象

高額障害福祉サービス費

同一世帯に障害福祉サービスを利用する者が複数いる場合等に、世帯の負担を軽減する観点から、

償還払い方式により、世帯における利用者負担を月額負担上限額まで軽減を図る。
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生活保護への移行防止措置

①定率負担の減免措置（施設、居宅共通）
障害福祉サービスの定率負担を負担しなければ、生活保護の適用対象でなくなる場合には、生活保護の適用

対象でなくなるまで月額負担上限額の区分を下げる。
負担上限額 40,200円→24,600円→15,000円→0円

②補足給付の特例（入所施設）
施設入所者について、①の措置を講じた上で、入所施設の食費負担額を負担すると生活保護対象となる者につ

いては、生活保護の対象とならない範囲まで補足給付を増額して支給。ただし、補足給付は最大3.6万円とする。
なお生活保護の対象者については、収入額にかかわらず3.6万円補足給付を支給。

①定率負担の減免措置（施設、居宅共通）
障害福祉サービスの定率負担を負担しなければ、生活保護の適用対象でなくなる場合には、生活保護の適用

対象でなくなるまで月額負担上限額の区分を下げる。
負担上限額 40,200円→24,600円→15,000円→0円
※上記の減免は、補足給付を算定する際の費用尺度に反映しない。補足給付を算定する際には減免前の定率負担額を用いる。

②補足給付の特例（入所施設）
一般世帯については、①の措置を講じた上で食費等の実費負担をすると生活保護の対象となる者については、

低所得者世帯とみなして補足給付を支給。（一般世帯の補足給付額を増額し、食費等の実費負担額を低所得世
帯と同様の負担とする。）

２０歳以上

２０歳未満
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通所施設等食費軽減措置

定率負担のほか食費が自己負担となる、通所施設利用（ショートステイ、デイサービスを含む）の低

所得者（生活保護、低所得者１、低所得者２）について、 法施行後の概ね３年間、食費のうち人件費

相当分（１日約４２０円）を支給し、食材料費のみの負担とする減額措置を講ずる。

なお、食費の実費については、利用者保護の観点から、施設が利用者に求めることができる費用の

範囲を明確にした上で、その範囲内で、施設ごとに設定し、利用者と契約する仕組みとする。

注)実際の実費のコストは、個々の施設によって異なる。

人件費 食材料費

３年間支給 約４２０円／日
（約９千円／月）

・ 国の予算上は、食費約６５０円／日の単価であり、
うち約２３０円／日が食材料費

・ これを前提として、月２２日通った場合には、約５千円
の実費負担となる。

約２３０円／日（約５千円／月）

実施後のおおむねの負担例（通所施設、デイサービスの場合）
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就労継続支援（雇用型）における減免

雇用関係のある就労継続支援（雇用型）における利用者負担についても、原則として１割の定率負

担が求められるが、

① 事業者と障害者の間で雇用関係が結ばれており、事業者からの労働の対価として賃金が支払

われる特別な関係にあること

② 障害福祉制度とは別に、障害者雇用納付金制度において、障害者雇用率を超えて障害者を雇

用する事業主に対し、障害者雇用調整金等が支給されていること

等を考慮し、事業者の判断により事業者の負担をもって利用料を減免することが可能。

減免の考え方

○ 事業の指定を受ける際に利用者負担の取り扱いについて知事に届け出る。

○ 利用料の減免について、障害福祉サービス利用契約書に明記する。

事業者の取り扱い
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障害者自立支援医療について

平成１７年１１月１４日

栃木県保健福祉部障害福祉課
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現在の公費負担医療制度について

一般

生活
保護

保健給付７割＋高額医療費 公費負担
定率負担

0.5割

定率負担
0.5割

公費負担 9.5割

○精神通院公費
自己負担自己負担

保健給付７割＋高額医療費
公費負担

公費負担 10割

一般

生活
保護

○更生医療・育成医療

応能負担

自己負担

約７～８割約５～６割約１～２割（推計）課税世帯割合

約5,600円

（約1%）

約3,200円

（約1%）

約1,600円

（約5%）

平均負担額

（負担率）

約41.2万円

（入院・通院）

約40.0万円

（入院・通院）

約３．２万円

（通院のみ）

１件平均

医療費

１８歳未満１８歳以上全年齢対象年齢

視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、
内部障害等

視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、
内部障害等

精神疾患対象疾病

育成医療

（昭和２９年創設）

更生医療

（昭和２９年創設）

精神通院

（昭和４０年創設）
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現在の公費負担医療制度と自立支援医療

○有効期限

運用上最長１年以内

○更新の場合

運用上最長１年、医師の診断
書が必要

育 成 医 療

○有効期限

運用上３ヵ月、疾病によっ
ては最長１年以内

○更新の場合

医師の診断書がある場合は、
最長１年以内

医師の診断書がない場合は、
原則２週間以内かつ１回に
限る

更 生 医 療

みなし支給認定を受けた者の
有効期間は、改正前の各法に
よる承認期間の残存期間とし、
１年以内の省令で定める期間

みなし支給認定に必要な手続

・通院医療費公費負担患者票、
構成医療券又は育成医療券
に、医師の診断書、世帯の所
得額等が確認できる挙証資料
を添えて市町村（育成医療は
健康福祉センター）に申請

○有効期限

１年以内

○再認定の対象

①一定所得以下の方

再認定あり

②重度かつ継続の方

再認定あり

③①又は②以外の方

再認定を認める場合や拒否
する場合の要件については、
今後、臨床実験に関する実証
的研究に基づき、施行後概ね
１年以内に明確化

○有効期限

２年以内精 神 通 院 公 費

経過措置自立支援医療現 行

○ 有効期限と当面の支給認定手続き

※この資料は、Ｈ１７．６．９に開催された全国障害保健福祉関係主管課長会議で配布された資料を基に作成しました。

今後、一部に変更がある可能性がありますので、今後の情報に留意ください。
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自立支援医療制度について（その１）

☆ 改正のポイント

 制度間の負担の不均衡を解消

 精神通院公費のような「医療費のみに着目した負担」と更生・育成医療のような「所得のみに
着目した負担」を「医療費と所得の双方に着目した負担」の仕組みに統合します。

 精神通院公費と更生・育成医療制度間での負担の不均衡を解消し、医療費の多寡と所得の
多寡に応じた、公平な負担に見直します。

 制度を支える一員として、障害のある方にも負担をお願いしつつ、公費負担医療の給付を低
所得者へ重点化します。

 入院時の食事標準負担は自己負担へ

 在宅で治療を受けていても入院で治療を受けていても、費用負担が公平になるようにします。

必 要 な 医 療 を 確 保 し 続 け る こ と が で き る よ う に す る た め に 、

公 費 負 担 医 療 の 負 担 を 見 直 し ま す 。
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自立支援医療制度について（その２）

 所得の低い方等へは定率負担の軽減を図る

 所得の低い方には、月額負担額に上限を設定します。

 所得の低い方以外にも、継続的に相当額の医療費負担が発生する方には、月額負担額に上
限を設定します。

☆ 自立支援制度を利用出来る方 ～対象者～

 現時点で、対象疾病については現行制度と変わらないと言われています。

 原則、一定所得以上の方は対象外になる所得制限が設定されます。

24



自立支援医療制度について（その３）

☆ 世帯範囲の捉え方 ～医療保険単位による「世帯」 ～

 「世帯」の範囲については、同じ医療保険に加入している家族によって範囲を設定しま
す。

 医療保険の加入関係が異なる場合は、税制上の取扱い関係なく別の「世帯」として取
り扱います。

 医療保険への加入単位で「世帯」を捉える自立支援医療制度と「住民基本台帳上の世
帯」を「世帯」と捉える障害福祉サービスとでは、「世帯」の捉え方が異なります。

☆ 所得の捉え方

 所得は「世帯」の構成員全員の所得税額の合算で確認します。
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現在の公費負担医療制度と自立支援医療

一般

生活
保護

保健給付７割＋高額医療費 公費負担
定率負担

0.5割

定率負担
0.5割

公費負担 9.5割

○精神通院公費
自己負担自己負担

保健給付７割＋高額医療費
公費負担

公費負担 10割

一般

生活
保護

○更生医療・育成医療

応能負担

自己負担

一般

生活
保護

保健給付７割＋高額医療費 公費負担
定率負担

0.5割

定率負担
0.5割

公費負担 9.5割

○精神通院公費
自己負担自己負担

一般

生活
保護

保健給付７割＋高額医療費 公費負担
定率負担

1割

公費負担 １０割

○自立支援医療費
自己負担自己負担
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自立支援医療の対象者、自己負担について

○ 対象者：従来の更生医療、育成医療、精神通院公費の対象者であって一定の所得未満の者（対象疾病は従来の対象疾病の範囲）

○ 給付水準：自己負担については１割負担（ ）部分）。ただし、所得水準に応じて負担の上限額を設定。また、入院時の食費（標
準負担額）については自己負担

○ 負担の上限額を設定する際に勘案する「世帯」の範囲は、医療保険単位（異なる医療保険に加入する家族は別の「世帯」として扱い
ます。

所得区分①

０円

所得区分②

負担上限額

２，５００円

所得区分③

負担上限額

５，０００円

公費負担の対象外

（医療保険の負担割合・
負担限度額）

負担上限額

医療保険の自己負担限度額

重 度 か つ 継 続

所得区分⑥

負担上限額

５，０００円

所得区分⑦

負担上限額

１０，０００円

所得区分⑨

負担上限額

２０，０００円（※４）

生活保護世帯
市町村民税非課税

本人収入≦80万円

市町村民税非課税

本人収入＞80万円

市町村民税課税

所得税非課税

市町村民税課税

世帯合算所得税額
＞30万円

世帯合算所得税額
≧30万円

一定所得以下 中間所得層 一定所得以上

所得区分④ 所得区分⑤
所得区分⑧

☆ 現在の更生医療、精神通院公費の対象者

※ １
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所得区分①

０円

所得区分②

負担上限額

２，５００円

所得区分③

負担上限額

５，０００円

公費負担の対象外

（医療保険の負担割合・
負担限度額）

重 度 か つ 継 続

所得区分⑥

負担上限額

５，０００円

所得区分⑦

負担上限額

１０，０００円

所得区分⑨

負担上限額

２０，０００円（※４）

生活保護世帯
市町村民税非課税

本人収入≦80万円

市町村民税非課税

本人収入＞80万円

市町村民税課税

所得税非課税

市町村民税課税

世帯合算所得税額
＞30万円

世帯合算所得税額
≧30万円

一定所得以下 中間所得層 一定所得以上

所得区分⑧

☆ 現在の育成医療の対象者

所得区分④

負担上限額

１０，０００円（※２）

所得区分⑤

負担上限額

４０，２００円（※３）

※ １

※１ 当面の「重度かつ継続」の範囲（対象者の範囲については、実証的な研究成果を踏まえ、順次見直しを行います。）

・疾病、症状等から対象となる者

精神・・・・・・・・・・・・・・・統合失調症、躁うつ病（狭義）、難治性てんかん

更生・育成医療・・・・・・腎臓機能、小腸機能、免疫機能障害

・疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者

精神、更生、育成・・・・医療保険の多数該当の者

※２、３ 育成医療（若い世帯）における一時的な高額医療費発生の場合への経過措置を実施

（段階的縮小、施行後３年を経た段階で、医療費の分布、平均負担率等を踏まえ見直しを行います。）

※４ 「一定所得以上」かつ「重度かつ継続」の方に対する経過措置は、施行後３年を経た段階で医療実態等を踏まえて見直します。
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自立支援医療制度での「世帯」について

医療保険単位による「世帯」とは？

住民票上の「世帯」

（障害福祉サービスでの基本となる世帯）

被保険者本人（Ａ氏）

＋

被扶養者（Ｂ氏）

【健康保険組合に加入】

被保険者（Ｃ氏）

【国民健康保険に加入】

自立支援医療では、別々の「世帯」として取り扱う

仮に住民票上ではＡ氏、Ｂ氏、Ｃ氏の３人で構成される世帯を例にします。

健康保険組合に加入す
るＡ氏とＢ氏からなる「世
帯」と国民健康保険に加
入するＣ氏からなる「世
帯」に２分されます。

税制上はＣ氏がＢ氏を扶
養親族としている場合で
あっても、医療保険の加
入関係が異なるので、Ｃ
氏とＢ氏は別の「世帯」と
して取扱います。

自立支援法上の「世帯」① 自立支援法上の「世帯」②
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所得を確認する対象について

同一保険単位で認定された「世帯」の所得を確認し、どの所得区分に該当するかを見て、月額自己負担上限額を認定する。

「世帯」の所得は、当該「世帯」における医療保険の保険料の算定対象となっている者の所得を確認

同 一 の 健 康 保 険 等

被保険者

被扶養者ⅰ 被扶養者ⅱ

国 民 健 康 保 険

被保険者ⅰ

被保険者ⅱ 被保険者ⅲ

国民健康保険なら被保険者全員の所得
国民健康保険以外の医療保険なら
被保険者だけの所得

※自立支援医療を受ける者が、被保険者でも被扶養者であっても上記原則は変わらない。
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重度心身障害者医療費助成制度について

償還払い助 成 方 式

各市町村申 請 先

公 費 負 担 の 対 象

対 象 と な る 疾 病 等

対 象 者

保険対象医療費から保険給付を除いた額（医療保険制度上の自己負担額）

すべての疾病

ただし、更生・育成医療制度が利用できる方は、更生・育成医療制度が優先されます。

全年齢の重度心身障害児者

① 身体障害の程度が１級又は２級の方

② 知的障害の程度が知能指数が３５以下の方

③ 知的障害の程度が知能指数が５０以下の方であって、身体障害の程度が３級又は４級
の障害を重複している方

重度心身障害児者の健康を確保するため、病院等で診療を受けた時に支払う自己負担分を助成する制
度です

《参考資料》
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① 精神保健福祉法第３２条の精神通院医療は、廃止になるのですか？

○ 精神通院医療は、廃止されるのではなく、自立支援医療の一種類として引き続き実施されます。

○ 今般、精神通院医療を含む障害者に関する公費負担医療制度について、利用者負担の仕組みの共通化

等を図るために「自立支援医療制度」として再編し、また、増大する費用を皆で支え合う仕組みとするために利
用者負担の見直しなどを行うこととしています。

○ この「自立支援医療制度」は新しい障害者自立支援法案に基づいて実施することになりますので、精神通

院医療についても、従来の精神保健福祉法ではなく、この障害者自立支援法案に基づいて実施されることと
なり、廃止されるのではありません。

※ 更生医療、育成医療についても、同様です。

② 更生医療、育成医療、精神通院医療の３つの公費負担医療制度について、自立支援医療への移

行に伴い、対象となる疾病の範囲が狭くなると聞きましたが？

○ 自立支援医療制度の対象となる疾病の範囲については、現在の３つの公費負担医療制度と同じです。

～ よく聞かれる御質問 ～
《参考資料》
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○ 自立支援医療の対象となる疾病の範囲は現行と同様ですので、「重度かつ継続」に

該当しない方についても、自立支援医療の対象になり、医療費の自己負担が１割負担
になりますし、低所得世帯に属する方であれば月額負担上限の対象になります。

③ 「重度かつ継続」とはどういう目的の制度なのでしょうか？

○ 自立支援医療においては、対象となる疾病については現在の公費負担医療制度と同じとしながら、

医療保険制度の３割負担部分について負担割合を１割に軽減し、負担額の上昇が医療保険よりも緩
やかになるようにした上で、低所得の方については、一月当たりの負担額に上限（以下「月額負担上
限」と言います。）を設けることとしています。

○ さらに、「重度かつ継続」に該当する方については、継続的に相当額の医療費負担が発生する方

であるため、一定の負担能力がある場合においても、医療費の家計に与える影響を考慮して、月額
負担上限を設けることとしています。

○ このように、「重度かつ継続」は、自立支援医療の対象疾病の範囲を決めるものではなく、「継続

的に相当額の医療費負担が発生する」ことへの配慮として月額負担上限の対象となるかどうかに関
わるものですが、その対象とする疾病の範囲については様々な意見があることから、実証的研究に
基づき更に検討を行い、結論を得たものから順次対応することとしています。

④ 「重度かつ継続」の疾病に該当する人しか自立支援医療の対象にならないのでしょうか？
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⑤ 低所得（市町村民税非課税）世帯に属する人でも、「重度かつ継続」に該当しない場合には、２，

５００円又は５，０００円の月額負担上限の対象にはならないのでしょうか？

○ その中で、一定の負担能力がある方については、原則として負担の上限は医療保険制度とお

りとなりますが、「重度かつ継続」に該当する場合には、月額負担上限が５，０００円又は１０，０００
円になります。

○ ただし、「所得税額が３０万円以上の世帯」に属する方については、原則として自立支援医療の

対象外（医療保険制度とおりの負担）となり、「重度かつ継続」に該当する場合に限り、自立支援医
療の対象になり、月額負担上限が２０，０００円になります。

○ 自立支援医療における月額負担上限は、ある月において、１割負担をしていただきながら、その

合計額がその方の月額負担上限に達した後は、その月の間は、それ以上の負担をしていただく必
要はないというものです。

○ 低所得世帯に属する方の場合には、「重度かつ継続」に該当するかどうかに関わりなく、申請の際
に確認された所得に基づいて、2，500円又は5，000円といった月額負担上限の対象になります。

⑥ 低所得の方や「重度かつ継続」の方は、毎月、２，５００円、５，０００円、１０，０００円といったそれ

ぞれの月額負担上限の金額を、医療費と関係なく、支払わなければならないのでしょうか？
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新支給決定について

平成１７年１１月１４日

栃木県保健福祉部障害福祉課
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サービス利用計画の作成・モニタリング （※）

支給決定・サービス利用のプロセス（全体像）

ア セ ス メ ン ト（全国共通調査項目）

一 次 判 定

二 次 判 定 （ 審 査 会 ）

障 害 程 度 区 分 の 認 定

サ ー ビ ス 利 用 の 意 向 聴 取

支 給 決 定 案 の 作 成

審 査 会 の 意 見 聴 取

支 給 決 定

ケ

ア

マ

ネ

ジ

メ

ン

ト

の

導

入

（※） 一定数以上のサービス利用が必要な者や長期入所・入院から地域生活へ移行
する者などのうち、計画的なプログラムに基づく自立支援を必要とする者を対象

介護給付を希望する場合
訓練等給付を
希望する場合

非定型的な案の場合

支

給

決

定

段

階

サ
ー
ビ
ス

利
用
段
階
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市町村

障害程度区分の認定

都道府県（障害者介護給
付費等不服審査会）
・市町村の行った障害程度区
分認定及び支給決定について
不服審査

支給決定

サービス利用
計画案（サー
ビスの利用意
向）の聴取

審査請求（支給決定に不服のある場合）

市町村審査会

非定型的な支給決定
案等の場合

サービス利用申請

障害程度区分通知 障害程度区分
の二次判定

意見照会(＊)

相談支援事業者

※市町村が自ら相談支援を担
う場合あり

○アセスメント
○サービス利用計画案
の作成

支給決定案作成

定型的な場合

支給決定 意見

(＊) より専門的な判断を要する場合
には、更生相談所等に意見照会

障害程度区分の一次判定

介護給付
の場合

利用者本人が自ら申請する場合

介護給付・訓練等給付の利用手続き介護給付・訓練等給付の利用手続き

利用者
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ケアマネジメントについて

○ 新制度におけるケアマネジメントとは、障害者や家族からの相談に応じ、障害者個々の心身の状況、サービス利
用の意向、家族の状況などを踏まえ、①適切な支給決定がなされるようにするとともに、②様々の種類のサービス
が適切に組み合わされ、計画的に利用されるようにすること

○ 新制度では、
（１）相談支援事業を市町村の必須業務として位置付け、これを相談支援事業者に委託できるようにするとともに
（２）長期入所・入院から地域生活に移行する者などのうち、計画的なプログラムに基づく支援を必要とする者を対

象に、サービス利用のあっせん・調整などを行うための給付(サービス利用計画作成費)を制度化

新制度における対応新制度における対応

○ 統一的なアセスメント、障害程度区分や
市町村審査会の導入

○ 相談支援事業者の活用

○ 認定調査や支給決定に従事する職員
等に対する研修の制度化

○ 計画的プログラムに基づく継続的支援
を要する者に対する、サービス利用計画
作成費(個別給付）の制度化

現行制度の課題現行制度の課題

○ 支援の必要度を判定する客観的基準
（統一的なアセスメントや区分）がない

○ 支給決定のプロセスが不透明

○ ケアマネジメントの手法が活用されて
いない

○ 市町村職員等の対応にバラツキあり

○ 支給決定後、サービス利用に結びつけ
る支援がない

○ 特に、手厚い支援を要する者に対し、
継続的な支援が不十分

支
給
決
定
段
階

サ
ー
ビ
ス
利
用
段
階
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障害程度区分認定調査項目（約１００項目）

支給決定について

一次判定（市町村）

二次判定（審査会）
医師
の意
見書

障害程度区分の認定

介護給付を希望する場合 訓練等給付を
希望する場合

暫定支給決定

支給決定

勘案事項調査項目
○ 地域生活 ○ 就労 ○ 日中活動 ○ 介護者 ○ 居住 など

訓練・就労評価項目 個別支援計画

障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、①障害者
の心身の状況（障害程度区分）、②社会活動や介護者、居住等の状況、③サービスの利用意向、④訓
練・就労に関する評価を把握し、支給決定を行う。

サービスの利用意向の聴取

審査会の意見聴取

①障害者の心身
の状況

②社会活動や介
護者、居住等の
状況

③サービスの利
用意向

④訓練・就労に
関する評価
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障害程度区分のイメージ
調 査 項 目

介
護
給
付

訓
練
等
給
付

居宅介護等の国庫負担
基準額

療養介護、生活介護、重度

包括支援等の給付要件

報酬体系に活用

支給決定時の優先度の

判定

報酬体系に活用

障害程度区分のイメージ

スコア
（点数）

３
障
害
共
通
の
ス
コ
ア
と
し
て
相
対
評
価

高

ス
コ
ア

低
重度区分

重度

Ａ Ｂ

複数段階に分類

障害程度区分

要介護認定調査と支援費
の障害程度区分を参考に
約１００項目を設定

Ⅰ

Ⅱ

・

介
護
的
側
面

生
活
支
援
の
側
面

医療関連

麻痺等関連

移動・動作関連

身 辺 関 連

行 動 関 連

コミュニケー
ション関連

生活関連

・

障害程度区分の利用目的
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新たな事業体系について

平成１７年１１月１４日

栃木県保健福祉部障害福祉課
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＜現行サービス＞ ＜新サービス＞

ホームヘルプ(身・知・児・精)

デイサービス（身・知・児・精）

ショートステイ（身・知・児・精）

グループホーム（知・精）

重症心身障害児施設（児）

福祉ホーム（身・知・精）

自立訓練

介

護

給

付

訓
練
等
給
付

ホームヘルプ
（居宅介護）

ショートステイ
（短期入所）

生活介護

重度障害者等包括支援

児童デイサービス

障害者支援施設での夜間ケア
（施設入所支援）

ケアホーム
（共同生活介護）

就労移行支援

就労継続支援

グループホーム
（共同生活援助）

療養介護

通勤寮（知）

居
宅
サ
ー
ビ
ス

施

設

サ

ー

ビ

ス

生活訓練施設（精）

療護施設（身）

更生施設（身・知）

授産施設（身・知・精）

福祉工場（身・知・精）

※この他、地域生活支援事業として移動支援、地域活動支援センター・福祉ホーム等を制度化

福祉サービスに係る自立支援給付の体系

重度訪問介護

行動援護
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施設・事業体系の見直し施設・事業体系の見直し

○ 障害者の状態やニーズに応じた適切な支援が効率的に行われるよう、障害種別ごとに分立した
３３種類の既存施設・事業体系を、６つの日中活動に再編。

・ 「地域生活支援」、「就労支援」といった新たな課題に対応するため、新しい事業を制度化。

・ ２４時間を通じた施設での生活から、地域と交わる暮らしへ（日中活動の場と生活の場の分離。）。

・ 入所期間の長期化など、本来の施設機能と利用者の実態の乖離を解消。このため、１人１人の利用者に対し、

身近なところで効果的・効率的にサービスを提供できる仕組みを構築。

○ 障害者の状態やニーズに応じた適切な支援が効率的に行われるよう、障害種別ごとに分立した
３３種類の既存施設・事業体系を、６つの日中活動に再編。

・ 「地域生活支援」、「就労支援」といった新たな課題に対応するため、新しい事業を制度化。

・ ２４時間を通じた施設での生活から、地域と交わる暮らしへ（日中活動の場と生活の場の分離。）。

・ 入所期間の長期化など、本来の施設機能と利用者の実態の乖離を解消。このため、１人１人の利用者に対し、

身近なところで効果的・効率的にサービスを提供できる仕組みを構築。

① 療養介護

⑤ 就労継続支援
（ 雇用型、非雇用型 ）

④ 就労移行支援

② 生活介護

③ 自立訓練

（ 福祉型 ）

（ 医療型 ）

※ 医療施設で実施。

以下から一又は複数の事業を選択

身 体 障 害 者 療 護 施 設

更 生 施 設 （ 身 体 ・ 知 的 ）

＜現 行＞ ＜見直し後＞

居住支援日中活動

授 産 施 設 （ 身 体 ・ 知 的 ・ 精 神 ） 施設への入所

又は

居住支援サービス

（ケアホーム、グループホーム、

福祉ホーム）

精 神 障 害 者 生 活 訓 練 施 設

小 規 模 授 産 施 設 （ 身 体 ･ 知 的 ･ 精 神 ）

福 祉 工 場 （ 身 体 ・ 知 的 ・ 精 神 ）

障 害 者 デ イ サ ー ビ ス

新
体
系
へ
移
行
（
※
）

新
体
系
へ
移
行
（
※
）

精神障害者地域生活支援センター
（ デ イ サ ー ビ ス 部 分 ）

重 症 心 身 障 害 児 施 設
（ 年 齢 超 過 児 ）

進 行 性 筋萎 縮症 療養等 給付 事業

（ 機能訓練・生活訓練 ）

⑥ 地域活動支援センター
※ 概ね５年程度の経過措置期間内に移行。

【訓練等給付】

【介護給付】

【地域生活支援事業】
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日中活動サービスの概要日中活動サービスの概要

施設入所支援の利用可

生活介護療養介護

病院
夜間の

生活の場

制度上、期限の定めなし利用期限

入浴、排泄、食事等の介護や生産活動の
機会の提供 等

療養上の管理や医学的管理の下における
介護 等

サービス内容

常時介護を要する者であって、障害程度
が一定以上の障害者

医療を要する者であって、かつ、常時介護
を要し、障害程度が一定以上の障害者

利用者

介護給付給付の種類

（１）介護給付
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（生活訓練）（機能訓練）

社会的リハビリテーションの実施 等

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向
上等の必要がある知的障害者・精神障害者
であって、下記の条件に該当する者

① 病院や施設を退院、退所し、社会的リハビ

リテーションの実施が必要な知的障害者・精

神障害者

② 養護学校を卒業し、社会的リハビリテー

ションが必要な知的障害者・精神障害者

地域の社会資源の状況から通所が困難であるなど、一定の条件に該当する場合に、入所
施設の利用可。

制度上、期限の定めあり

身体的リハビリテーションの実施 等

地域生活を営む上で、身体機能の維持・
回復等の必要がある身体障害者であって、
下記の条件に該当する者

① 病院を退院し、身体的リハビリテーション

の継続や社会的リハビリテーションの実施

が必要な身体障害者

② 盲・聾養護学校を卒業し、社会的リハビリ

テーションの実施が必要な身体障害者

訓練等給付

自立訓練

夜間の

生活の場

利用期限

サービス内容

利用者

給付の種類

（２）訓練等給付

効果的にサービスを提供するため、利用者の状況に応じ、通所と訪問を組み合わせ、段階的に実施。

必要に応じ、施設入所などの利用も可能とする。
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（非雇用型）（雇用型）

※ 経過的な措置について、検討。

制度上、期限の定めなし

就労継続支援
就労移行支援

地域の社会資源の状況から
通所が困難であるなど、一定の
条件に該当する場合に、入所施
設の利用可。

制度上、期限の定めあり

訓練等給付

夜間の

生活の場

利用期限

サービス内容

利用者

給付の種類

一般企業への雇用又は
在宅就労等が見込まれる
障害者であって、下記の
条件に該当する者

① 一般企業への就労を

希望する者

② 技術を習得し、在宅で

就労等を希望する者

一般企業の雇用に向け
た移行支援 等

雇用契約に基づく就労が可能と見
込まれる障害者であって、下記の条
件に該当する者

① 就労移行支援事業により、一般企

業の雇用に結びつかなかった者

② 盲・聾養護学校を卒業して雇用に結

びつかなかった者

③ 一般企業を離職した者又は就労経

験のある者

雇用に基づく就労機会の提供や一般
企業の雇用に向けた支援 等

就労の機会を通じて、生産活動に係
る知識及び能力の向上が期待される
障害者であって、下記の条件に該当
する者

① 就労移行支援事業により、一般企

業の雇用に結びつかなかった者

② 一般企業等での就労経験のある者

で、年齢や体力の面から雇用されるこ

とが困難な者

③ ①・②以外の者であって、一定の年

齢に達している者

一定の賃金水準に基づく継続した
就労機会の提供、ＯＪＴの実施、雇
用形態への移行支援 等
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居住支援サービスの概要居住支援サービスの概要

制度上、期限の定めあり

施設への入所

制度上、期限の定めなし利用期限

利用者が自立訓練及び就労移行支援を効
果的に利用できるよう、夜間における居住の
場等を提供する

利用者がその有する能力に応じ、自立した
日常生活を営むことができるよう、夜間に
おける居住の場等を提供する

サービス内容

事業者が利用者に提供（応諾義務）食事提供

自立訓練、就労移行支援を受けている者

であって、次のいずれかに該当する者

・その生活能力から単身の生活が困難な者

・地域の社会資源の状況から、通所すること

が困難な者

利 用 者

訓練等給付介護給付給付の種類

生活介護を受けている者
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グループホームケアホーム

事業者が利用者に提供（賃貸借契約）

事業者は、当該物件を賃借・所有の形態で提供できる状態を確保
住居提供

制度上、期限の定めなし利用期限

共同生活の場における日常生活上の世話
等

共同生活の場における日常生活上の世話、
介護サービス等

サービス内容

事業者が利用者に提供（任意）食事提供

介護が必要でない知的障害者・精神障害者
であって、就労又は自立訓練、就労移行支
援等を受けている者

介護を要する知的障害者・精神障害者利用者像

訓練等給付介護給付給付の種類
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○ 移動支援については、突発的なニーズへの対応や複数の者の移動の同時支援など柔軟性のある支援を行う
ため、「地域生活支援事業」としてサービスを提供する。

○ 移動支援と介護を一体的に提供する必要がある一定程度以上の重度障害者については、サービス類型を創
設し、個別給付でサービスを提供する。

次の障害者を対象
に、個別給付によ
りサービスを実施

・身体障害者
（視覚、全身性）

・知的障害者

・精神障害者

・障害児

見直し

行動援護

自己判断能力が制限されている者が危険等を回
避するための援護（移動の場合も可）

※ 自閉症、てんかん等を有する重度の知的障害者(児)又は
統合失調症等を有する重度の精神障害者であって、危険回
避ができない、自傷,異食,徘徊等の行動障害に対する援護
を必要とする者

重度訪問介護
現行の日常生活支援＋外出時における介護

※ 重度の要介護状態にあって、かつ、四肢マヒのある
身体障害者

移動支援事業
上記以外の移動支援（具体的な支援の範囲は

市町村ごとに決定）

※ 身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児で
あって、一定程度以上の障害の状態にある者

介
護
給
付

地
域
生
活
支
援
事
業

重度の障害者の移動支援
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市
町
村

市
町
村

市
町
村

②申請

④サービス提供

一定の要件を満たす事業者※一定の要件を満たす事業者※一定の要件を満たす事業者※

①ケアマネジメント機能（複数の事業者のサービスの調
整等）

②24時間の連絡・対応体制

③必要なサービスを十分提供できる体制

（単独提供型）

自ら必要なサービスを提供できる

（チーム提供型）

必要なサービスを提供できる複数の事業者とチーム
を組んで提供できる

①ケアマネジメント機能（複数の事業者のサービスの調
整等）

②24時間の連絡・対応体制

③必要なサービスを十分提供できる体制

（単独提供型）

自ら必要なサービスを提供できる

（チーム提供型）

必要なサービスを提供できる複数の事業者とチーム
を組んで提供できる

訪問介護訪問介護訪問介護 短期入所短期入所短期入所

単独又はチームを組んで提供

通所介護
（生活療養事業等）

通所介護通所介護

（生活療養事業等）（生活療養事業等）

③利用決定

⑤包括報酬
の支払い

①相談・サービ
スプラン作成

医
療
機
関

医
療
機
関

医
療
機
関

※相談支援事業者が行うことも想定

相
談
支
援

事
業
者

相
談
支
援

相
談
支
援

事
業
者

事
業
者

ケアホームケアホームケアホーム

重
度
障
害
者

市
町
村

市
町
村

②申請

④サービス提供

一定の要件を満たす事業者※一定の要件を満たす事業者※
①ケアマネジメント機能（複数の事業者のサービスの調

整等）

②24時間の連絡・対応体制

③必要なサービスを十分提供できる体制

（単独提供型）

自ら必要なサービスを提供できる

（チーム提供型）

必要なサービスを提供できる複数の事業者とチーム
を組んで提供できる

①ケアマネジメント機能（複数の事業者のサービスの調
整等）

②24時間の連絡・対応体制

③必要なサービスを十分提供できる体制

（単独提供型）

自ら必要なサービスを提供できる

（チーム提供型）

必要なサービスを提供できる複数の事業者とチーム
を組んで提供できる

訪問介護居宅介護 短期入所短期入所短期入所

単独又はチームを組んで提供

通所介護

③利用決定

⑤包括報酬
の支払い

①相談・サービ
スプラン作成

医
療
機
関医
療
機
関

必
要
に
応
じ
て
連
携

※相談支援事業者が行うことも想定

相
談
支
援

事
業
者

相
談
支
援

事
業
者

ケアホームケアホームケアホーム生活介護

○ 自立支援計画に基づき、複数のサービスを適切に確保する仕組み

○ 必要なサービス提供事業者の確保・調整等を利用者が行わなくとも事業者によって行われる仕組みで、緊急の
ニーズに際して、その都度、支給決定を経ることなく臨機応変に対応が可能となる。

○ サービスの種類等にかかわらず、一定額の報酬を支払う仕組みとし、各種サービスの単価の設定や利用サー
ビスの種類や量を自由に設定できる仕組みとする。

対象者のイメージ 身体：ＡＬＳ等の極めて重度の障害者であって専門機関が判定した者
知的：強度行動障害のある極めて重度の障害者であって専門機関が判定した者
精神：極めて重度の障害者であって専門機関が判定した者

極めて重度の障害者に対するサービスの確保
（重度障害者等包括支援）
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現在の小規模作業所

・ 複数の障害の種類を受け止め
ているケース

・ 重度障害者の地域生活を支え
ているケース

・ 就労支援を本格的にしている
ケース

・ 設備・法人格の有無は様々

《新事業体系のポイント》

☆ 三障害共通の事業も可能

☆ 社会福祉法人でなくＮＰＯ
法人等でも可能

☆ 一定の設備・人員の基準を
満たすことが必要

☆ 空き教室・空き店舗の利用
も可能なように規制緩和

移行が想定される事業

生活介護

就労移行支援

就労継続支援

地域活動支援センター
（市町村の委託）

重度障害者に対して、日常生活の世
話を行うほか、創作的活動などを行
う事業

就労を希望する障害者に、職場実習
等を通じて就労に必要な能力、知識
を育む事業

障害者に就労の機会を提供し、障害
者の職業能力の向上を図る事業

障害者の交流、創造的活動、生産
活動を支援する事業

これらを組み合わせて
提供することも可能

※小規模作業所によっては他の

類型に移行することも可能

小規模作業所と新事業体系

障害福祉計画に
基づき計画的に移行
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現行指定事業者・施設に対する障害者自立支援法による事業者指定の流れ

就労継続支援

就労移行支援

自立訓練

生活介護

療養介護

施設入所支援

（注１）本図は指定の流れを整理したもの。具体的な事務処理方法は今後示されます。

（注２）居宅系の「みなし指定」の有効期限は、平成１８年４月１日から１年を超えない範囲で

省令で定めます。

（注３）みなし指定以外は、新事業体系への移行や新たな事業者・施設の参入（現行の社会

復帰施設からの移行を含む）には、指定申請による指定手続きが必要です。

旧法施設支援

療護施設（身）

更生施設（身・知）

授産施設（身・知）

通勤寮（知）

共同生活介護※精神については現行において指定制度がないため、みなし指定となる事業者の範囲は省令で規定されます。

共同生活援助 （注２）地域生活援助（知・精）

短期入所 （注２）短期入所（身・知・精・児）

児童デイサービス （注２）（児）

障害者デイサービス（身・知）
デイサービス

外出介護（移動介護）

行動援護 （注２）（行動援護）

重度障害者等包括支援

重度訪問介護

居宅介護 （注２）（下記以外）

居宅介護

（身・知・精・児）

障害者自立支援法施行（居宅系の一部） 新事業体系施行 新事業体系完全施行

２４年３月末までの

政令で定める日～
１８年１０月～１８年４月～現 行

み
な
し
指
定

み
な
し
指
定

現行施設については、
２４年３月末までの
政令で定める日

までに新体系に移行
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１．各事業ごとに利用者像を明確化

２．サービスの質を確保するため、事業者に対し、次を義務化

・利用者ごとに、「サービス管理責任者」による個別支援計画の策定

・共通のアセスメント項目により、利用者へのサービス内容の継続的な評価

３．より低廉なコストで、できるだけ多くの人にサービスが提供されるよう、規制を

見直し

４．地域における多様な生活のあり方を確保するため、新たな居住支援サービ

スを確立

５．新事業体系に係る見直しと整合性を図る観点から、現行施設についても見

直し

事業体系事業体系見直しの主なポイント見直しの主なポイント
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１．利用者像の考え方１．利用者像の考え方

介護給付 訓練等給付

障害程度区分○対象 対象

非対象

非対象

※障害程度区分で決定 ※年齢を考慮

対象

非対象

（優先順位を支給
決定段階で判断
する。）

【原則】

利用希望者は原則対象
とし、サービス内容に適
合しない場合は、対象外

【特定要因】

一定の年齢以上といった
特定の条件に該当する
場合、低い障害程度区
分も対象とする

【原則】

障害程度区分により対
象者を決定
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２．サービスの質の確保２．サービスの質の確保

個別支援計画の個別支援計画の標準的な流れ標準的な流れ

目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成

目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成

継
続
的
な
評
価

（プ
ロ
グ
ラ
ム
の
達
成
状
況
の
確
認
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
見
直
し
等
）

継
続
的
な
評
価

（
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
達
成
状
況
の
確
認
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
見
直
し
等
）

【到達目標の設定】

○ 標準的・共
通的目標

○ 利用者個人
の特性を踏ま
えた目標

【
利
用
者
の
基
本
的
ニ
ー
ズ
】

【各事業所のサービス機能】

プログラム作成責任者が全体を管理

共通的評価項目
（標準化・共通化）

個別的評価項目
（事業者が設定）

【初期状態像の把握】

サービス開始
前の考慮事項

到達目標
の設定

個別プログ
ラムの作成

継続的利用 終了時評価

個別支援計画の個別支援計画の標準的な流れ標準的な流れ

目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成

目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成

継
続
的
な
評
価

（プ
ロ
グ
ラ
ム
の
達
成
状
況
の
確
認
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
見
直
し
等
）

継
続
的
な
評
価

（
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
達
成
状
況
の
確
認
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
見
直
し
等
）

【到達目標の設定】【到達目標の設定】

○ 標準的・共
通的目標

○ 利用者個人
の特性を踏ま
えた目標

【
利
用
者
の
基
本
的
ニ
ー
ズ
】

【各事業所のサービス機能】

プログラム作成責任者が全体を管理

共通的評価項目
（標準化・共通化）

個別的評価項目
（事業者が設定）

共通的評価項目
（標準化・共通化）

個別的評価項目
（事業者が設定）

【初期状態像の把握】

サービス開始
前の考慮事項
サービス開始
前の考慮事項

到達目標
の設定

到達目標
の設定

個別プログ
ラムの作成
個別プログ
ラムの作成

継続的利用継続的利用 終了時評価終了時評価

→ グループホームやケアホームの個別支援計画については、初期状態像のアセスメントの共通化等について、検討。

サービス管理責任者が全体を管理

○ サービスの質を確保するため、各事業者にサービス管理責任者を配置し、個別支援計画
の策定を義務化する。

○ 事業者は利用者ごとに、個別支援計画に基づき、一定期間ごとに継続的な評価を行い、
必要に応じて計画を見直す。

○ サービスの質を確保するため、各事業者にサービス管理責任者を配置し、個別支援計画
の策定を義務化する。

○ 事業者は利用者ごとに、個別支援計画に基づき、一定期間ごとに継続的な評価を行い、
必要に応じて計画を見直す。
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○ より低廉なコストで、できるだけ多くの人にサービスを提供するため、事業者の創意工夫に
よる効果的かつ効率的な運営が促進されるよう、規制を見直す。

○ より低廉なコストで、できるだけ多くの人にサービスを提供するため、事業者の創意工夫に
よる効果的かつ効率的な運営が促進されるよう、規制を見直す。

３．効果的・効率的な事業展開を可能とする規制の見直し３．効果的・効率的な事業展開を可能とする規制の見直し

（１）地域の多様なニーズに対応

複数の事業を組み合わせて、柔軟に運営する「多機能型」を実施。

（例） 一つの施設で生活介護事業や自立訓練事業、就労移行支援事業を組み合わせて実施。

（２）効率的なサービス提供を促進

効率的な運営を可能とするため、定員の取扱いを柔軟化。

（例） 一日の実利用人員が定員を○％まで上回ることが可能に。

（３）利用者の選択を拡大

食事提供や調理業務の外部委託に関する規制を緩和。

【主な規制の見直し事項】
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○ 地域特性を踏まえた柔軟な運営が可能となるよう、複数の日中活動サービスを実施する
多機能型を認める。

○ 複数の事業の利用人員を合計し、社会福祉法に定める最低利用人員（２０人）を満たして
いれば良いこととする。 （x＋y＋z ≧ 20）

○ 一定の設備等について共用可能とする。
○ サービスの質を確保するため、事業別に最低利用人員の基準を設けるとともに、原則とし

て事業単位でサービスを提供。

○ 地域特性を踏まえた柔軟な運営が可能となるよう、複数の日中活動サービスを実施する
多機能型を認める。

○ 複数の事業の利用人員を合計し、社会福祉法に定める最低利用人員（２０人）を満たして
いれば良いこととする。 （x＋y＋z ≧ 20）

○ 一定の設備等について共用可能とする。
○ サービスの質を確保するため、事業別に最低利用人員の基準を設けるとともに、原則とし

て事業単位でサービスを提供。

・常時保護を要する重度の障害者

・地域生活へ移行するために訓練

が必要な者

・適切な訓練により一般企業等への

就労移行が可能な者

同
一
の
施
設
に
混
在
し
て
い
る

自立訓練事業（最低利用人員y人）

職員配置 ○：１

必要な設備等

・ 炊事、洗濯、掃除等日常生活を送るために必要な設備

・面接室

就労移行支援事業（最低利用人員z人）

必要な設備等

・作業場 ・休憩室等

職員配置 △：１

生活介護事業（最低利用人員x人）

必要な設備等

・作業場 ・休憩室等

職員配置 □：１

多機能型既存施設

（１）（１） 複数の事業を組み合わせて実施～多機能型複数の事業を組み合わせて実施～多機能型
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○ サービス量に応じた利用者負担の導入等を踏まえ、利用実態に即した支払方式（日払い）に
改めるとともに、定員の取扱いの柔軟化を図る。

○ サービス量に応じた利用者負担の導入等を踏まえ、利用実態に即した支払方式（日払い）に
改めるとともに、定員の取扱いの柔軟化を図る。

（２）定員の取扱いの柔軟化（２）定員の取扱いの柔軟化

【
定
員
の
取
扱
い
】

○ 月払いとしている結果、定員

を超えて、利用予定者を受入れ

ることが認められていない。

→ 利用者が休むと、実利用人員は、
必ず定員を下回ることとなり、施

設の利用効率が低い。

○ 災害等やむを得ない事情があ

る場合を除き、定員超過を認め

ていない。

○ 定員を超えて利用予定者を受け入れ

ることを可能とする。

※ 給付の支払方法が月払から日払へ変更する ことに

併せて実施。

○ 一定期間の平均実利用人員が

現行の取扱い 見直しの内容

○ 日払い化に伴い、土・日曜を含め、積
極的なサービス提供が実施されること
が期待される。※ 定員 ： 「同時にサービスの提供を受ける

ことができる利用人員／日」

定員を下

当たりの実回っていることを前提に、一日
利用人員が定員を超過してる場合でも、一

時的なものとして認める。
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○ 入所施設及び通所施設は、
利用者に対して食事を提供し
なければならないこととされ
ている。

○ 調理業務について、外部委
託を行う場合には、施設内調
理室を使用すること等を要件
としている。

現行の取扱い 見直しの内容

【通所施設】

○ 食事の提供は、事業者の任意とする。（食事

の提供の有無に係る事前説明は義務）

○ 通所施設において調理員を配置し、食事を
提供する場合について、３年間の経過措置と
して、調理員の人件費について報酬上評価。

【入所施設】

○ 利用者の希望に応じて食事を提供しなけれ
ばならない応諾義務を課す。

○ 食事の提供の手段については、医療機関と
同様に、施設外調理による外部委託を認める。

○ 食事の提供に係る関係職員の配置につい
ては、指定基準上の義務付けはしないが、特
別な栄養管理が必要な者に対する報酬上の
取扱いについて、検討。

（３）食事の提供方法等に関する見直し（３）食事の提供方法等に関する見直し

○ 利用者の希望やニーズに合った多様な食事を確保するとともに、効率的な食事提供を進め
るため、施設外調理による外部委託の容認など、現行の規制を見直す。

○ 利用者の希望やニーズに合った多様な食事を確保するとともに、効率的な食事提供を進め
るため、施設外調理による外部委託の容認など、現行の規制を見直す。
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（１）（１） 事業者によるサービス提供体制事業者によるサービス提供体制

○ 事業者のサービス提供に係る責任を明確にするとともに、ホームヘルプ等外部のサービ
スを利用する場合のルールを整理。

○ 事業者のサービス提供に係る責任を明確にするとともに、ホームヘルプ等外部のサービ
スを利用する場合のルールを整理。

外部委託
（責任関係が明確）

グループホーム事業
者の外部委託により
サービスを利用

〈グループホーム〉

ホームヘルパー

事業者

改正後

サービス管理責任者
（処遇内容の評価・実施計画を管理）

【現 行】
〈グループホーム・ケアホーム〉

【基本的な仕組み】

責任者を特定することにより、法人の責任を明確化責任者を特定することにより、法人の責任を明確化

〈世話人〉 〈世話人〉

利用者が個別に
サービスを利用

サービスの質の
確保が脆弱

事業者

サービスの質の
確保体制を確立

責任関係が曖昧

※ 責任関係が曖昧ならないよう外部委託できる範囲の明確化を図る。

ホームヘルパー

４．新しい居住支援サービスのあり方４．新しい居住支援サービスのあり方

60



（２）（２） 世話人１人が担当できる場の数世話人１人が担当できる場の数

○ 住居ごとに指定する仕組みを改め、世話人１人が複数の住居を担当することを認めること
により、障害者の居住の場を拡大。

○ 住居ごとに指定する仕組みを改め、世話人１人が複数の住居を担当することを認めること
により、障害者の居住の場を拡大。

グループホーム①

利用者Ａさん
利用者Ｂさん

グループホーム②

利用者Ｃさん
利用者Ｄさん
利用者Ｅさん
利用者Ｆさん

利用者Ｇさん
利用者Ｈさん
利用者Ｉさん
利用者Ｊさん

グループホーム③

※ 複数箇所で従事する場合の時間・距離については要検討

グループホーム④

利用者Ｋさん
利用者Ｌさん
利用者Ｍさん

道

路

道

路

世話人１人 世話人１人
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○ 入居者の状態に応じた適切なケアを確保する観点から、ケアホームを制度化。

○ 事業者による責任あるサービス提供体制の構築を前提。

○ 適切な介護体制が整っているケアホームにおいては、介護が必要でない者の受入
れを可能とする。（介護体制が整っていないグループホームにおいては、適切な
サービス提供の観点から、介護が必要な者の受入れは認めない。）

○ 入居者の状態に応じた適切なケアを確保する観点から、ケアホームを制度化。

○ 事業者による責任あるサービス提供体制の構築を前提。

○ 適切な介護体制が整っているケアホームにおいては、介護が必要でない者の受入
れを可能とする。（介護体制が整っていないグループホームにおいては、適切な
サービス提供の観点から、介護が必要な者の受入れは認めない。）

（３）（３） 状態の違う者の同居に係る考え方状態の違う者の同居に係る考え方

《認められる例》 《認められない例》

介護体制が整っているケアホーム

グループホーム対象者

介護体制が整っていないグループホーム

ケアホーム対象者

ケアホーム対象者

ケアホーム対象者

ケアホーム対象者

ケアホーム対象者

○ ×

グループホーム対象者 グループホーム対象者

グループホーム対象者

グループホーム対象者
ケアホーム対象者

グループホーム対象者

適切な介護が担保
されない

適切な介護が担保
される

※ この場合は、グループホームに係る報酬を支給
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５．施設訓練等支援費の見直しについて５．施設訓練等支援費の見直しについて

１．基本的考え方

平成18年4月からの利用者負担等の導入及び平成18年10月からの新たな事業体系への円滑な

移行を図るため、現行の支援費対象施設等の報酬体系を見直す。（18年4月実施予定）

２．具体的な改定内容

○ 報酬設定に当たっては、平均的な費用を勘案した上で、直接的なサービス提供に係る人件

費や減価償却費、報酬請求事務等の間接的なコストについて、賃金、物価、支援費経営実態

調査の結果や全体の財政状況、他分野の動向等を踏まえた見直しを行う。

① 「月払い方式」から「日払い方式」への転換

② 現行規制の見直し（例：定員の取扱いの柔軟化定員の取扱いの柔軟化）

③ 加算単価についての見直し

※ 福祉工場等支援費対象外施設についても、支援費対象施設の見直しと整合性の図れた
運営費体系とする。
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今後の検討について今後の検討について

○ 利用者像について

・ 障害程度区分に応じた利用者像の範囲の明確化

○ サービス内容について

・ 利用者の状態やサービスの機能に応じた標準的な個別支援のプログラム

・ 人員配置、運営等に関する基準

・ 効率的にサービスの成果をあげていく工夫

○ 報酬体系について

・ 新しいサービスの機能に即した評価のあり方

・ サービスの質や実績を反映する仕組み

１．主な検討課題

２．検討の進め方

○ 年末までに、利用者像、報酬体系のあり方等を整理

○ 来春までに、具体的な運営・人員基準、報酬等を設定
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障
害
者
自
立
支
援
法
の
概
要

（
精
神
障
害
者
関
係
）

平
成
１
７
年
１
１
月
１
４
日

栃
木
県
保
健
福
祉
部
健
康
増
進
課
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「障害者自立支援法」はこんな「障害者自立支援法」はこんな法律法律ですです

障害者施策を３障害一元化障害者施策を３障害一元化

就労支援の抜本的強化就労支援の抜本的強化

安定的な財源の確保安定的な財源の確保

・養護学校卒業者の５５％は福祉施設に入所

・就労を理由とする施設退所者はわずか１％

・新規利用者は急増する見込み

・不確実な国の費用負担の仕組み

利用者本位のサービス体系に再編利用者本位のサービス体系に再編

・ 障害種別ごとに複雑な施設・事業体系

・ 入所期間の長期化などにより、本来の施設目
的と利用者の実態とが乖離

自
立
と
共
生
の
社
会
を
実
現

障
害
者
が
地
域
で
暮
ら
せ
る
社
会
に

支給決定の透明化、明確化支給決定の透明化、明確化

・全国共通の利用ルール（支援の必要度を判定

する客観的基準）がない

・支給決定のプロセスが不透明

改革の内容

現状

現状

現状

現状

・ ３障害（身体、知的、精神）ばらばらの制度体

系（精神障害者は支援費制度の対象外）

・実施主体は都道府県、市町村に二分化

現状
○３障害の制度格差を解消し、精神障害者を対象に

○市町村に実施主体を一元化し、都道府県はこれをバッ
クアップ

○３３種類に分かれた施設体系を６つの事業に再編。
あわせて、「地域生活支援」「就労支援」のための事業や
重度の障害者を対象としたサービスを創設

○規制緩和を進め既存の社会資源を活用

○新たな就労支援事業を創設
○雇用施策との連携を強化

○支援の必要度に関する客観的な尺度（障害程度区分）
を導入

○審査会の意見聴取など支給決定プロセスを透明化

○国や都道府県の負担責任を強化（義務的負担化）
○利用者も応分の費用を負担し、皆で支える仕組みに
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ン
タ
ー
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
支
給
認
定
 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 申
 請
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
進
 達
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ※
医
療
機
関
の
代
行
申
請
が
多
い
。
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
承
認
・
不
承
認
の
通
知
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 承
認
・
不
承
認
の
通
知
 

  
 
 
 
 
医
療
機
関
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
承
認
の
場
合
、
患
者
票
を
送
付
 

   (
2
)

 
新
制
度
：
自
立
支
援
医
療
費
（
平
成
１
８
年
４
月
１
日
～
）
 

 
 
  
精
神
障
害
者
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
市
町
村
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
及
び
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
申
請
書
類
受
理
・
書
類
確
認
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支
給
認
定
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
申
 請
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
 達
 

※
本
人
申
請
が
原
則
。
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

承
認
の
場
合
、
受
給
者
証
を
交
付
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

承
認
の
場
合
、
受
給
者
証
を
交
付
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

不
承
認
の
場
合
、
そ
の
旨
通
知
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
不
承
認
の
場
合
、
そ
の
旨
通
知
 

   ２
 
そ
の
他
の
相
違
点
 

 
現
行
制
度
：
精
神
障
害
者
通
院
医
療
費
公
費
負
担
（
～
H
1
8
.
3
.
3
1

）
 

新
制
度
：
自
立
支
援
医
療
費
（
H
1
8
.
4
.
1

～
）
 

自
己
負
担
 

５
％
 

１
０
％
 

※
所
得
税
額
等
に
応
じ
て
、
負
担
上
限
額
あ
り
。
 

申
請
時
の
 

添
付
書
類
 

医
師
の
診
断
書
 

※
 
医
師
の
診
断
書
は
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
又
は
年

金
証
書
に
よ
る
代
用
可
。
 

医
師
の
診
断
書
、
生
活
保
護
・
世
帯
・
所
得
税
額
等
が

確
認
で
き
る
も
の
 

※
 
医
師
の
診
断
書
は
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
又
は
年
金
証
書

に
よ
る
代
用
不
可
。
 

有
効
期
限
 

２
年
以
内
 

１
年
以
内
 

再
認
定
 

（
更
新
）
 

あ
り
 

一
定
所
得
以
上
で
あ
っ
て
、「
重
度
か
つ
継
続
」
に
該
当

し
な
い
者
は
、
再
認
定
さ
れ
な
い
場
合
あ
り
 

※
 
再
認
定
し
な
い
者
の
具
体
的
範
囲
は
、
施
行
後
１
年
以
内
に
明
確

化
す
る
予
定
。
 

通
院
す
る

病
院
等
 

健
康
保
険
が
適
用
さ
れ
る
病
院
、
診
療
所
又
は
薬

局
 

県
が
指
定
し
、
公
示
し
た
病
院
、
診
療
所
又
は
薬
局
（
指

定
自
立
支
援
医
療
機
関
）
 

※
１
 
平
成
１
８
年
４
月
１
日
現
在
、
現
行
制
度
の
医
療
を
担
当
し
て

い
る
病
院
、
診
療
所
又
は
薬
局
は
、
県
の
指
定
が
あ
っ
た
も
の
と

み
な
す
。
 

※
２
 
み
な
し
指
定
を
受
け
た
病
院
、
診
療
所
又
は
薬
局
は
、
１
年
以

内
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
更
新
の
申
請

を
行
わ
な
い
場
合
、
当
該
期
間
の
経
過
に
よ
っ
て
、
効
力
を
失
う
。
 

※
３
 
以
後
、
６
年
ご
と
に
申
請
し
、
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の

期
間
の
経
過
に
よ
っ
て
、
効
力
を
失
う
。
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自立支援医療の対象者、自己負担の概要自立支援医療の対象者、自己負担の概要

一定所得以下 中間的な所得 一定所得以上

所得税額

世帯全員の合計≧30万円

生活保護世帯

公費負担の対象外

（医療保険の負担割合

・負担限度額）

１．対象者 ： 従来の更生医療、育成医療、精神通院公費の対象者であって一定所得未満の者（対象疾病は従来の対象疾病の範囲どおり）

２．給付水準 ： 自己負担については１割負担（ 部分）。

ただし、所得水準に応じて負担の上限額を設定。また、入院時の食費（標準負担額） については自己負担。

３．負担の上限額を設定する際に勘案する「世帯」の範囲は、医療保険単位（異なる医療保険に加入する家族は別の「世帯」として扱う）。

市町村民税非課世帯Ⅰ

本人収入≦80万円

市町村民税非課税世帯Ⅱ

本人収入＞80万円

所得税

世帯全員が非課税

所得税額

世帯全員の合計＜30万円

０円

負担上限額

２，５００円

負担上限額

５，０００円

負 担 上 限 額

医療保険の自己負担限度額

重 度 か つ 継 続（※）

負担上限額

５，０００円

負担上限額

１０，０００円

負担上限額

２０，０００円

（経過措置）

※ ① 当面の重度かつ継続の範囲
・ 疾病、症状等から対象となる者

精神・・・・・・・・ 統合失調症、躁うつ病（狭義）、難治性てんかん
更生・育成・・・・・ 腎臓機能・小腸機能・免疫機能障害

・ 疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
精神・更生・育成・・ 医療保険の多数該当の者

② 重度かつ継続の対象については、実証的な研究成果を踏まえ、順次見直し、対象の明確化を図る。
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《住民票上の「世帯」》

被保険者本人（Ａ氏）
＋

被扶養者（Ｂ氏）

【健保組合加入】

被保険者（Ｃ氏）

【国民健康保険加入】

別々の世帯として取り扱う

自立支援医療における「世帯」について

○ 「世帯」の単位については、同じ医療保険に加入している家族によって範囲を設定
する。

○ 医療保険の加入関係が異なる場合には、税制における取扱いに関係なく、別の「世
帯」として取り扱う。

医療保険単位による「世帯」

＜左図の例から・・・＞

○ 健康保険に加入するＡ氏とＢ
氏からなる「世帯」と、国民健康
保険に加入するＣ氏からなる「
世帯」に２分される。

○ 税制上はＣ氏がＢ氏を扶養親
族としている場合であっても、医
療保険の加入関係が異なるの
で、Ｃ氏とＢ氏は別の「世帯」。
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自立支援医療の支給認定について

平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12１ ２ ３

【支給認定Ｃ】平成18年1月から平成18年3月までに、
障害者自立支援法に基づき行う新支給認定

【支給認定Ｂ】
平成18年1月から平成18年3月までに、障害者自立支援法に基づき行う
みなし支給認定。
※ みなし支給認定とは、平成18年4月１日現在、精神保健福祉法に基づき
支給認定を受けている者について、障害者自立支援法に基づき支給認定を
受けているとみなすものである。
ただし、従来の支給認定を受けている者であっても、対象から除外され
る者（所得税額30万円以上で重度かつ継続以外の者 、残りの有効期間が）
一部カットされる者（残りの有効期間が１年超の者）等が存在。

障害者自立支援法に基づく支給認定～～
◇ 医師の診断書等により、申請者が精神保健福祉法第５条に規定す
る精神障害者であるか、所得税額30万円以上の場合、重度かつ継続
（統合失調症・躁鬱病（狭義 ・難治性てんかん又は高額医療保険）
の多数該当者）であるか等を確認。

◇ 上記該当者について、生活保護世帯、市町村民税非課
税世帯Ⅰ（本人収入80万円以下に限る 、市町村民税非。）

（ 。）、 、課税世帯Ⅱ 本人収入80万円超に限る 所得税非課税
所得税額30万円未満及び所得税額30万円以上に区分し、

平成18年1月から平成18年3月においては、次 それぞれの区分に応じて負担上限額を設定し、支給を
の４パターンの支給認定が行われる。 認定。
・ 支給認定Ａ＋Ｂ ◇ 自己負担割合は10％又は上記負担上限額の×
・ 支給認定Ｂ いずれか少ない方。
・ 支給認定Ｂ＋Ｃ ◇ 有効期間は１年間。×
・ 支給認定Ｃ したがって、みなし支給認定される者

の中には、残りの有効期間が一部カット×
される者も存在。

×

残りの有効期間がカット×
される部分

×

×
【支給認定Ａ】

×平成18年1月から平成18年3月までに、精神保健福祉
法に基づき行う従来どおりの支給認定。

×～精神保健福祉法に基づく支給認定～
◇ 医師の診断書又は精神障害者保健福祉手帳に基づ

×き、申請者が精神保健福祉法第５条に規定する精神
障害者であるかを確認し、支給を認定。

×◇ 自己負担割合は５％。
◇ 有効期間は２年間。

【支給認定Ｃ】
平成18年1月から平成18年3月までに、障害者自立支援法に基づき行う新支給認定
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障
害
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に
伴
う
精
神
障
害
者
関
係
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
移
行
モ
デ
ル

【
精
神
保
健
福
祉
法
に
お
け
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
】

【
障
害
者
自
立
支
援
法
に
お
け
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
】

（
国
1/2、

県
1/4、

市町
村
1/4）

（
国
1/2、

県
1/4、

市
町
村
1/4）

実
施
主
体
：
市
町
村
補
助
率

実
施
主
体
：
市
町
村

負
担
率

居
居
宅
介
護
等
事
業

居
宅

介
護

委
宅

託
生

又
活

短
期
入
所
事
業

重
度
訪
問
介
護

介
は

支

（

補
援

助
事

地
域
生
活
援
助
事
業

行
動

援
護

障
護

業
特

自
生

活
介

護
害

給
例

（
国
1/2、

県
1/2）

実
施
主
体
：
県

補
助
率

介
生
活
訓
練
施
設

短
期

入
所

福
付

社
護

立
福
祉
ホ
ー
ム

重
度
障
害
者
等
包
括
支
援

祉
費

給
会

補
付

入
所
授
産
施
設

共
同
生
活
介
護

サ
復

費
支

ー

）

通
所
授
産
施
設

施
設
入
所
支
援

帰

（

助
福

祉
工

場
自

立
訓

練
ビ

訓
施

練
特

等
例

援
就
労
移
行
支
援

ス
給

訓
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー

設
付

練
費

等
就
労
継
続
支
援

給
小
規
模
通
所
授
産
施
設

付費
給

※
小
規
模
通
所
授
産
施
設
に
つ
い
て
は
、
実
施
主
体
は
市
町
村
、

）

補
助
率
は
国
1/2、

県
1/4、

市
町
村
1/4。

共
同
生
活
援
助

（
県
1/2、

事
業
者
1/2）

実
施
主
体
：
県

補
助
率

サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
作
成
費

サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
の
作
成

小
規
模
共
同
作
業
所

補
助

付
高
額
障
害
福
祉

同
一
世
帯
で
複
数
の
者
が
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
・
サ
ー
ビ
ス
費

介
護
保
険
を
受
け
る
場
合
の
負
担
軽
減
措
置

入
所
施
設
利
用
者
の
う
ち
、
低
所
得
者
に
対
す
る

特
定
障
害
者
特
別
給
付
費

食
費
・
光
熱
水
費
の
負
担
軽
減
措
置

（
特
例
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
）

補
装
具
の
購
入
・
修
理

補
装
具
費

（
国
1/2、

県
1/4、

市
町
村
1/4）

凡
例

実
施
主
体
：
市
町
村

補
助
率

相
談

事
業

地
平
成
1
8年
４
月
1日
～

域
移
動
支
援
事
業

生
平
成
1
8年
1
0月
1日
～

市
町
村
直
営

福
祉

ホ
ー

ム
活

※
社
会
復
帰
施
設
に
つ
い
て
は
、
経
過
措
置

又
は

と
し
て
、
平
成
2
4年
3
月
3
1日
ま
で
の
政
令

支
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
従
前
の
例
に
よ
る

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

委
託

運
営
が
可
能
。

援

手
話
通
訳
等
派
遣
事
業

事業
日
常
生
活
用
具
給
付
・
貸
与
事
業
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市町村

障害程度区分の認定

都道府県（障害者介護給
付費等不服審査会）
・市町村の行った障害程度区
分認定及び支給決定について
不服審査

支給決定

サービス利用
計画案（サー
ビスの利用意
向）の聴取

審査請求（支給決定に不服のある場合）

市町村審査会

非定型的な支給決定
案等の場合

サービス利用申請

障害程度区分通知 障害程度区分
の二次判定

意見照会(＊)

相談支援事業者

※市町村が自ら相談支援を担
う場合あり

○アセスメント
○サービス利用計画案
の作成

支給決定案作成

定型的な場合

支給決定 意見

(＊) より専門的な判断を要する場合
には、更生相談所等に意見照会

障害程度区分の一次判定

介護給付
の場合

利用者本人が自ら申請する場合

介護給付・訓練等給付の利用手続き介護給付・訓練等給付の利用手続き

利用者
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施設に入所している
場合（２０歳未満）

サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
費
用

あなたの利用者負担はこうなります（福祉サービス）

負
担
能
力
に
応
じ
て
限
度
額
を
設
定
し

た
上
で
、
利
用
者
の
１
割
負
担
を
基
本

と
し
、
国
民
全
体
で
制
度
を
支
え
る
こ
と

と
し
ま
す
が
、
併
せ
て
き
め
細
や
か
な
軽

減
措
置
を
講
じ
ま
す
。

一 般
４０，２００円

低所得２
２４，６００円

低所得１
１５，０００円

市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯

☆「非課税世帯」の範囲に
ついてあなたが税制と医療
保険で「被扶養者」でなけ
れば、あなたと配偶者の収
入とすることもできます

施設に入所している
場合（２０歳以上）

グループホームを利用
している場合

通所サービスを使う場合
ホームヘルプサービスを

使う場合

にらさ

にらさ

④ さらに、社会福祉法人の提供するサービスを受ける場合については、①の上限
額を半額にします（資産が３５０万円以下の方等）。

・低所得１：１５，０００円→７，５００円
・低所得２：２４，６００円→１２，３００円

（通所サービスを利用する場合 ２４，６００円→７，５００円）

にらさ

食
費
・
光
熱
水
費

⑧保護者の方の収入に応
じて・・・

地域で子どもを養育す
る世帯において通常か
かる程度の負担となるよ
う、実費負担額の上限額
を設定します。

⑥収入が低い場合は・・・
サービスの利用者負担

と食費等実費負担をして
も、少なくとも２．５万円
が手元に残るよう、実費
負担額の上限額を設定
します。

⑦あなたの世帯の所得が
低い場合は・・・

食費負担額を３分の１
に減額します（月２２日利
用の場合５，１００円程度
の負担）。

※ 従前からグループ
ホームでの食費等は自
己負担していただいてお
りますが、通所サービス
を利用された場合は、⑦
の減額措置が適用され
ます。

① 原則は１割負担ですが、どの方でも負担が増え過ぎないよう、上限額を設定するとともに、所得の低い方にはより低い上限を設定します。

② 同じ世帯で他にも障害福祉サービス、介護保険のサービスを受けている方がいれば、その合算額が①を超えないように負担額を軽減します。

③ さらに、収入に応じて個別に減免します（資産が３５０
万円以下の方）。

・収入が６．６万円までなら負担は０円です。
・収入が６．６万円を超えても、超えた収入の半分を上限額とし
ます。

・さらに、６．６万円超えた収入が年金や工賃等の収入であれば、
超えた分の１５％を上限額とします（グループホーム入居の方）。

⑤ さらに、利用者負担を行うことにより生活保護世帯に該当する場合は、生活保護に該当しなくなるまで負担額を引き下げます。

一 般：４０，２００円

低所得２：２４，６００円
市
町
村
民
税

非
課
税
世
帯

○一般・・市町村民税課税世帯
○低所得２・・市町村民税非課税世帯

（世帯３人世帯であれば、障害基礎年金1級を含めて
概ね３００万円以下の年収の方）

○低所得１・・市町村民税非課税世帯で障害者の収入
が年収８０万円（障害基礎年金２級相当額）以下の
方

☆所得を判断する「世帯」の範囲
について

原則は同じ世帯に属する方の
状況で判断しますが、あなたが
税制と医療保険で「被扶養者」で
なければ、あなたと配偶者の収
入とすることもできます。低所得１：１５，０００円

生活保護：０円
サービス量

負
担
額

実
費
全
額
の
自
己
負
担
を

原
則
と
し
ま
す
が
、
各
種

の
軽
減
措
置
を
講
じ
ま
す
。

負担には月額上限額が設定されます

73



世帯主

住民税 扶養控除なし

健康保険 扶養なし

健保本人

配偶者障害者

＜原則＞
月額負担上限額の設定に当たっては、住民基
本台帳上の世帯の所得で設定します。

住民票上の世帯

上限額を設定する場合の「世帯」の範囲にはこんな取り扱いがあります

障害者の自立の観
点を考えると・・

税制や健康保険制度において、同一世帯の
家族等の扶養となっていない場合

同一世帯に家族等がいても、障害者とその
配偶者のみの所得とできるようにします。
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現行の居宅生活支援事業者の取扱いについて

平成１８年４月１日 平成１８年４月１日から１年以内であって厚生労働省令で定める期間

みなし指定

◇ 新たに県に申請を行い、行動援護に係る指定障害福祉サービス事
居 業者として指定を受ける必要あり。
宅
介
護 居宅介護に係る指定障
等 害福祉サービス事業者 ◇ 改めて県に申請を行い、居宅介護、行動援護、短期入所
事 又は共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者とし
業 て指定を受ける必要あり。

※１ 申請は、平成１８年４月１日から１年以内であって厚生労働省令で定める期間内に限るが、指定は、当該期者 外出介護に係る指定障
間外でも可。害福祉サービス事業者

※２ 外出介護は、平成１８年９月末までの事業であるため、再度、外出介護に係る指定障害福祉サービス事業者
とし指定を受けることは不可。

短
期
入 短期入所に係る指定障
所 害福祉サービス事業者 平成１８年１０月１日
事

【既に居宅介護に係る指定障害福祉サービス事業者として指定を受けている者】業
者

◇ 新たに県に申請を行い、重度訪問介護又は重度障害者等包括支
援に係る指定障害福祉サービス事業者として指定を受けることも

地 可。
域

【既に共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者として指定を受けている者】生
活 共同生活援助に係る指
援 定障害福祉サービス事 ◇ 新たに県に申請を行い、共同生活介護に係る指定障害福祉サー
助 業者 ビス事業者として指定を受けることも可。
事

【以前に外出介護に係る指定障害福祉サービス事業者として指定を受けていた者又は既に行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者として指定を受けている者】業
者

◇ 新たに市町村と委託契約を締結し、移動支援事業を実施するこ
とも可。

指
定
を
受
け
た
日
か
ら
６
年
毎
に
、
県
に
更
新
申
請
を
行
う
必
要
あ
り
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現行の居宅生活支援事業利用者の取扱いについて

平成１８年４月１日 平成１８年１０月１日

みなし決定

居
、 （ ） 。宅 ◇ 新たに市町村に申請を行い 行動援護 介護給付費 の支給決定を受ける必要あり

介
護
等 居宅介護
事 （介護給付費）
業
利
用 外出介護
者 （介護給付費）

【既に居宅介護（介護給付費）の支給決定を受けている者】
◇ 改めて市町村に申請を行い 居宅介護 介、 （

短 護給付費 、行動援助（介護給付費 、短期 ◇ 新たに市町村に申請を行い、重） ）
期 入所（介護給付費）又は共同生活援助（訓 度訪問介護（介護給付費）又は重

） 。 （ ）入 練等給付費 の支給決定を受ける必要あり 度障害者等包括支援 介護給付費
所 の支給決定を受けることも可。※ 外出介護は、平成１８年９月までの事業であるため、再度、外出介護の支給決定を

受けることは不可。事 短期入所
業 （介護給付費）

【既に共同生活援助（訓練等給付費）の支給決定を受けている者】利
用
者 ◇ 新たに市町村に申請を行い、共

同生活介護（介護給付費）の支給
決定を受けることも可。

地
域

【以前に外出介護（介護給付費）の支給決定を受けていた者又は既に行動援護（介生
護給付費）の支給決定を受けている者】活

援 共同生活援助
助 訓練等給付費 ◇ 新たに市町村に申込みを行い、（ ）

（ ）事 移動支援事業 地域生活支援事業
業 を利用することも可。
利
用
者
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現行の社会復帰施設の取扱いについて

平成１８年１０月１日 平成２４年３月３１日までの日で政令で定める日

経過措置
【事業者】

新たに県に申請を行い、施設入所支援と他の障害福祉サービスを併せて行う場合
は指定障害者支援施設として指定を、施設入所支援のみ又は他の障害福祉サービス

生 のみを行う場合は指定障害福祉サービス事業者として指定を受ける必要あり。
活 【利用者】
訓 生活訓練施設 新たに市町村に申請を行い、施設入所支援等の支給決定を受ける必要あり。
練
施 介護給付費の対象となる施設入所支援 訓練等給付費の対象となる自立訓練
設

介護給付費の対象となる生活介護

【事業者】
新たに県に申請を行い、施設入所支援と他の障害福祉サービスを併せて行う場合
は指定障害者支援施設として指定を、施設入所支援のみ又は他の障害福祉サービス

入 のみを行う場合は指定障害福祉サービス事業者として指定を受ける必要あり。
所 【利用者】
授 入所授産施設 新たに市町村に申請を行い、施設入所支援等の支給決定を受ける必要あり。
産
施 介護給付費の対象となる施設入所支援 訓練等給付費の対象となる自立訓練
設

介護給付費の対象となる生活介護 訓練等給付費の対象となる就労移行支援

事
業
者
は
、
指
定
を
受
け
た
日
か
ら
６
年
毎
に
、
県
に
更
新
申
請
を
行
う
必
要
あ
り
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平成１８年１０月１日 平成２４年３月３１日までの日で政令で定める日

経過措置
【事業者】

新たに県に申請を行い、生活介護等に係る指定障害福祉サービス事業者として指
定を受ける必要あり。

通 【利用者】
所 新たに市町村に申請を行い、生活介護等の支給決定を受ける必要あり。
授 通所授産施設
産 介護給付費の対象となる生活介護 訓練等給付費の対象となる就労移行支援
施
設

訓練等給付費の対象となる自立訓練

【事業者】
新たに県に申請を行い、就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者として

福 指定を受ける必要あり。
祉 福祉工場 【利用者】
工 新たに市町村に申請を行い、就労継続支援の支給決定を受ける必要あり。
場

訓練等給付費の対象となる就労継続支援

【事業者】
福 新たに市町村と委託契約を締結し、福祉ホームを利用させる等の事業を実施する
祉 必要あり。
ホ 福祉ホーム 【利用者】

新たに市町村に申込みを行い、福祉ホームの利用許可を得る必要あり。

ー

ム
地域生活支援事業に位置付けられる福祉ホーム

事
業
者
は
、
指
定
を
受
け
た
日
か
ら
６
年
毎
に
、
県
に
更
新
申
請
を
行
う
必
要
あ
り
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平成１８年１０月１日 平成２４年３月３１日までの日で政令で定める日

経過措置
【事業者】

新たに市町村と委託契約を締結し、相談支援事業等を実施する必要あり。
【利用者】

新たに市町村に申込みを行い、相談支援事業等の利用許可を得る必要あり。

地 地 地域生活支援事業に位置付けられる相談支援事業

域 域
地域生活支援事業に位置付けられる地域活動支援センター

生 生

活 活
【事業者】

支 支 新たに県に申請を行い、指定相談支援事業者として指定を受けるとともに、新た
に市町村と委託契約を締結し、市町村に支給決定申請があった障害者について面接

援 援 により心身の状況、置かれている環境等を調査する必要あり。

セ セ 障害程度区分の認定及び支給要否決定を行うためのアセスメント調査

ン ン

タ タ 【事業者】
新たに県に申請を行い、指定相談事業者として指定を受ける必要あり。

【利用者】

ー ー

新たに市町村に申請を行い、複数の障害福祉サービスに係る支給決定等を受ける
必要あり。

サービス利用計画作成費の対象となるサービス利用計画の作成及びモニタリング

事
業
者
は
、
指
定
を
受
け
た
日
か
ら
６
年
毎
に
、
県
に
更
新
申
請
を
行
う
必
要
あ
り
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現
行
の
移
動
支
援
事
業
者
（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
事
業
）
の
取
扱
い

【
平
成
１
７
年
４
月
１
日
】

【
平
成
１
８
年
４
月
１
日
】

【
平
成
１
８
年
１
０
月
１
日
】

介
護
給
付
の
対
象
と
な
る

地
域
生
活
支
援
事
業
の
対
象
と
な
る

外
出

介
護

移
動
支

援

※
み
な
し
指
定

※
市
町
村
と
委
託
契
約

軽
症
者
を
対
象

移
動
支
援

介
護
給
付
の
対
象
と
な
る

重
症
者
を
対
象

行
動

援
護

※
新
た
に
指
定

相
談
支
援
事
業
者
に
関
す
る
指
定
・
委
託
の
関
係

県
の
指
定

市
町
村
と
委
託
契
約

相
談
支
援
事
業

○
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

○
○

ア
セ
ス
メ
ン
ト
調
査

サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
作
成

○
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
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利
用
者
負
担
の
見
直
し
に
必
要
な
手
続
き
等

 
（
厚
生
労
働
省
 
平
成
１
７
年
１
０
月
１
８
日
資
料
抜
粋
）

 
 

（
１
）
所
得
区
分
認
定
、
個
別
減
免
、
補
足
給
付
の
認
定
方
法
に
つ
い
て

 

①
 
負
担
上
限
額
を
定
め
る
際
の
所
得
区
分
の
設
定
に
つ
い
て

 
○
 
所
得
区
分
の
設
定
の
際
に
低
所
得
１
の
区
分
に
該
当
す
る
か
否
か
の
判
定
に
当
た
っ
て

は
、
市
町
村
の
事
務
負
担
を
考
慮
し
、
税
情
報
を
基
本
と
す
る
。

 
さ
ら
に
、
税
情
報
に
加
え
て
、
税
情
報
で
は
収
入
額
を
把
握
で
き
な
い
が
、
障
害
者
に
対

す
る
一
般
的
な
制
度
と
し
て
給
付
さ
れ
る
収
入
と
し
て
、
障
害
年
金
や
、
手
当
等
に
よ
る
収

入
額
を
加
え
て
判
定
す
る
こ
と
と
す
る
。

 
 【
具
体
的
な
区
分
の
算
定
方
法
】
 

○
 
１
８
年
４
月
よ
り
利
用
者
負
担
の
月
額
上
限
額
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
本
人
の
属
す
る
世

帯
の
収
入
等
に
応
じ
て
、
以
下
の
４
区
分
に
設
定
す
る
。
 

①
 
生
活
保
護
・
・
生
活
保
護
受
給
世
帯
 

②
 
低
所
得
１
・
・
市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
で
あ
っ
て
障
害
者
又
は
障
害
児
の
保
護
者
の
収
入
が

8
0万
円
以
下
で
あ
る
者
 

具
体
的
に
は
以
下
の
と
お
り
 

ア
. 市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
で
あ
る
こ
と
（
注
１
）
 

イ
. ア
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
、
以
下
の
合
計
額
が
年
間
８
０
万
円
以
下
の
者
 


 
地
方
税
法
上
の
合
計
所
得
金
額
（
注
２
）（
合
計
所
得
金
額
が
マ
イ
ナ
ス
と
な
る

者
に
つ
い
て
は
、
０
と
見
な
し
て
計
算
す
る
）
 


 
障
害
年
金
等
（
注
３
）
 


 
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
（
注
４
）
 

③
 
低
所
得
２
・
・
市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
で
あ
る
も
の
の
う
ち
、
②
に
該
当
し
な
い
も
の
 

④
 
一
 
 般
・
・
市
町
村
民
税
課
税
世
帯
 

（
注
１
）
市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
・
・
そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
す
べ
て
の
世
帯
員
が
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

る
日
の
属
す
る
年
度
（
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
４
月
か
ら
６
月
ま
で
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

前
年
度
）
分
の
市
町
村
民
税
（
地
方
税
法
第
３
２
８
条
の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
以
下
同
じ
）
が
課
さ

れ
て
い
な
い
者
又
は
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市

町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
（
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除

く
。
）
で
あ
る
世
帯
 

（
注
２
）
合
計
所
得
金
額
・
・
地
方
税
法
２
９
２
条
第
１
項
第
１
３
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
 

（
注
３
）
障
害
年
金
等
・
・
障
害
を
事
由
に
支
給
さ
れ
る
公
的
年
金
（
障
害
基
礎
年
金
、
障
害
厚
生
年
金
、
障
害
共
済
年
金
、

特
別
障
害
給
付
金
、
障
害
を
事
由
と
し
て
支
給
さ
れ
る
労
災
に
よ
る
年
金
（
前
払
一
時
金
含
む
。）
等
）、
障
害
を
事
由

に
支
給
さ
れ
る
年
金
を
受
給
で
き
る
者
が
他
の
年
金
を
受
給
で
き
る
場
合
に
選
択
す
る
可
能
性
の
あ
る
公
的
年
金
（
遺

族
基
礎
年
金
、
遺
族
厚
生
年
金
、
遺
族
共
済
年
金
、
老
齢
基
礎
年
金
、
老
齢
厚
生
年
金
等
）
の
公
的
年
金
 

（
注
４
）
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
・
・
特
別
障
害
者
手
当
、
障
害
児
福
祉
手
当
、
経
過
的
福
祉
手
当
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
 

 

参
考
資
料
１
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【
手
続
き
等
】
 

○
 
 
障
害
者
の
申
請
に
よ
り
、
ど
の
区
分
に
該
当
す
る
か
市
町
村
が
認
定
す
る
。
（
申
請
が

な
け
れ
ば
、
基
本
的
に
④
の
世
帯
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。）
 

現
在
す
で
に
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
区
分
を
設

定
す
る
た
め
、
申
請
を
出
す
よ
う
に
周
知
す
る
こ
と
が
必
要
。
 

 


 
申
請
す
る
際
に
、
添
付
す
る
必
要
の
あ
る
書
類
は
下
記
の
と
お
り
。
 

①
 
利
用
者
の
属
す
る
世
帯
の
市
町
村
民
税
の
課
税
状
況
等
が
分
か
る
資
料
 

· 
市
町
村
の
証
明
書
（
利
用
者
の
属
す
る
世
帯
全
員
の
市
町
村
民
税
の
課
税
・
非
課
税
（
均
等

割
）
の
状
況
）
 

· 
生
活
保
護
世
帯
で
あ
れ
ば
、
福
祉
事
務
所
の
証
明
書
等
 

②
 
利
用
者
の
属
す
る
世
帯
の
障
害
年
金
等
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
受
給
状
況
が
わ
か
る
資
料
 

· 
年
金
証
書
の
写
し
、
振
込
通
知
書
の
写
し
 

· 
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
証
書
の
写
し
 

 

○
  
世
帯
の
範
囲
に
つ
い
て
は
支
給
決
定
を
受
け
た
者
（
障
害
者
又
は
障
害
児
の
保
護
者
）

が
属
す
る
住
民
基
本
台
帳
上
の
世
帯
を
原
則
と
す
る
。
 

た
だ
し
、
２
０
歳
未
満
（
１
８
，
１
９
歳
）
の
施
設
に
入
所
す
る
障
害
者
に
つ
い
て
は
、

保
護
者
等
の
当
該
障
害
者
を
監
護
す
る
者
の
属
す
る
世
帯
の
所
得
で
認
定
を
行
う
。
 

 

○
  
た
だ
し
、
下
記
の
場
合
は
、
住
民
基
本
台
帳
上
同
一
世
帯
で
あ
る
が
、
特
例
的
に
、
障

害
者
及
び
そ
の
配
偶
者
を
別
世
帯
と
み
な
す
場
合
の
取
り
扱
い
を
行
う
。
 

特
例
的
な
取
り
扱
い
を
認
め
る
場
合
は
、
障
害
者
及
び
そ
の
配
偶
者
は
市
町
村
民
税
均

等
割
非
課
税
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
外
に
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
が
市
町
村
民
税
均
等
割

課
税
で
あ
る
場
合
と
す
る
。
 

①
 
同
一
世
帯
に
属
す
る
他
の
者
が
障
害
者
及
び
そ
の
配
偶
者
を
地
方
税
法
上
、
扶
養
控
除
の
対
象

と
し
て
い
な
い
こ
と
。
 

②
 
障
害
者
及
び
そ
の
配
偶
者
が
同
一
世
帯
に
属
す
る
他
の
者
の
健
康
保
険
の
被
扶
養
者
と
な
っ
て

い
な
い
（
当
該
世
帯
に
属
す
る
者
が
全
員
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
で
あ
る
場
合
を
含
む
。）
こ

と
。
 

 

○
  
月
額
負
担
上
限
額
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
施
設
入
所
者
は
毎
年
７
月
に
、
そ
れ

以
外
の
者
に
つ
い
て
は
年
１
回
、
支
給
決
定
月
に
直
近
に
把
握
し
た
所
得
状
況
に
基
づ
き

月
額
負
担
上
限
額
を
認
定
す
る
。
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②
 
個
別
減
免
の
収
入
、
資
産
等
の
認
定
に
つ
い
て

 

（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
入
所
者
、
施
設
入
所
者
対
象
）

 
○
 
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
、
施
設
入
所
者
に
対
す
る
定
率
負
担
の
個
別
減
免
の
認
定
に
あ
た
っ
て
は
、

入
所
者
本
人
の
収
入
等
の
状
況
を
把
握
す
れ
ば
よ
い
こ
と
、
人
数
が
一
定
程
度
限
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
実
際
の
収
入
状
況
を
基
本
に
、
認
定
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

 
 【
手
続
き
等
】
 

 
 
障
害
者
の
申
請
に
よ
り
、
障
害
者
の
収
入
額
、
資
産
を
市
町
村
が
認
定
す
る
。（
申
請
が
な

け
れ
ば
、
個
別
減
免
は
行
わ
な
い
。）
 

こ
の
た
め
、
現
在
す
で
に
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
入
居
、
施
設
入
所
し
て
い
る
障
害
者
に
つ
い

て
は
、
申
請
を
出
す
よ
う
に
周
知
す
る
こ
と
が
必
要
。
 

 【
個
別
減
免
の
対
象
者
】
 

○
  
市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
で
あ
る
者
（
低
所
得
１
，
２
）
の
う
ち
、
障
害
者
本
人
名
義

の
一
定
の
資
産
を
有
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
個
別
減
免
の
対
象
と
す
る
。
具
体
的
な
基

準
は
以
下
の
通
り
。
 

※
 
個
別
減
免
に
つ
い
て
は
、
障
害
者
本
人
の
収
入
、
資
産
等
の
状
況
の
み
で
簡
易
に
負
担
能
力
を
判
断
で
き
る
こ
と
を

要
件
と
す
る
た
め
、
住
民
票
が
入
所
（
入
居
）
前
の
世
帯
に
残
っ
て
い
る
場
合
は
、
個
別
減
免
の
対
象
と
し
な
い
。

 
  
１
 
下
記
ア
～
ウ
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
こ
と
。
 

ア
）
本
人
名
義
の
預
貯
金
等
（
障
害
者
等
の
利
子
非
課
税
（
マ
ル
優
）
の
対
象
と
な
る
預
貯
金
、
国
債
等
）

が
３
５
０
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
（
２
の
資
産
を
除
く
）。
 

・
マ
ル
優
の
対
象
と
な
る
預
貯
金
等
で
あ
る
か
、
又
は
実
際
に
預
貯
金
の
残
高
が
３
５
０
万
以
下
で
あ

る
こ
と
。
 

イ
）
以
下
の
不
動
産
を
除
き
、
本
人
名
義
の
不
動
産
を
有
さ
な
い
こ
と
。
 

・
現
に
配
偶
者
、
子
、
親
、
兄
弟
姉
妹
の
一
定
の
親
族
が
居
住
し
て
い
る
不
動
産
（
土
地
、
建
物
）
 

・
資
産
価
値
が
低
い
こ
と
に
よ
り
現
実
的
に
処
分
が
困
難
で
あ
る
と
市
町
村
が
判
断
し
た
不
動
産
 

 
（
例
）
負
債
の
額
が
不
動
産
の
評
価
額
を
上
回
る
場
合
 

ウ
）
そ
の
他
、
社
会
通
念
上
、
個
別
減
免
の
対
象
と
す
る
に
は
不
適
切
と
考
え
ら
れ
る
資
産
を
保
有
し
て

い
な
い
と
市
町
村
が
判
断
す
る
こ
と
。
 

（
不
適
切
と
考
え
ら
れ
る
例
）
 

・
高
価
な
貴
金
属
を
身
に
つ
け
て
い
る
場
合
 

・
高
額
な
株
券
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
 

 
２
 
下
記
の
場
合
に
は
、
資
産
を
利
用
で
き
る
状
態
と
な
っ
た
際
に
、
負
担
能
力
を
認
定
す
る
こ
と
が
適
当

で
あ
る
た
め
、
個
別
減
免
の
対
象
外
と
な
る
よ
う
な
資
産
を
保
有
し
て
い
る
と
み
な
さ
ず
、
実
際
に
資
産

を
利
用
で
き
る
状
態
と
な
っ
た
場
合
に
収
入
認
定
す
る
。
 

ア
）
将
来
、
現
金
化
さ
れ
た
際
に
収
入
認
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
保
険
商
品
や
個
人
年
金
等
の
一
定
期
間

は
利
用
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
資
産
 

・
生
命
保
険
料
控
除
、
個
人
年
金
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
個
人
年
金
等
 

ア
）
親
等
が
障
害
者
を
受
益
者
と
し
て
設
定
す
る
信
託
財
産
 

・
特
定
贈
与
信
託
や
他
益
信
託
で
一
定
期
間
解
約
で
き
な
い
な
ど
の
要
件
を
備
え
た
も
の
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【
減
免
後
の
額
を
計
算
す
る
際
の
収
入
の
種
類
ご
と
の
負
担
額
】
 

 
○
 
減
免
後
の
負
担
額
を
算
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
下
記
の
ア
、
イ
の
通
り
、
収
入
の
種

類
に
応
じ
て
負
担
額
を
算
定
し
、
そ
の
合
計
額
を
減
免
後
の
額
と
す
る
。
 

○
 
一
月
あ
た
り
の
負
担
額
に
つ
い
て
は
、
下
記
イ
①
及
び
②
の
収
入
の
種
類
ご
と
に
、
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
前
年
（
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属

す
る
月
が
１
月
～
６
月
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
）
の
収
入
の
合
計
額
を
１
２

で
除
し
た
額
を
も
と
に
算
出
す
る
（
年
間
の
収
入
を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、

平
均
的
な
月
収
と
し
て
市
町
村
が
認
め
る
額
と
す
る
）
。
 

 
 
 
そ
の
際
、
ウ
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
前
年
（
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
１
月
～
６
月
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
）
に
か

か
る
必
要
経
費
を
１
２
で
除
し
た
額
を
イ
の
②
か
ら
控
除
し
た
額
を
も
と
に
負
担
額
を

算
定
す
る
こ
と
。（
ウ
の
額
が
イ
②
の
額
を
超
え
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
超
え
た
額

を
イ
①
か
ら
控
除
す
る
）
 

ア
）
負
担
を
取
ら
な
い
収
入
 

○
 
特
定
目
的
収
入
・
・
国
、
地
方
公
共
団
体
等
か
ら
特
定
の
目
的
に
充
て
る
た
め
に
支
給
さ

れ
る
も
の
 

・
地
方
公
共
団
体
又
は
そ
の
長
か
ら
家
賃
補
助
と
し
て
支
給
さ
れ
る
手
当
と
し
て
、
実
際
の
家
賃

額
を
超
え
な
い
額
 

→
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
入
所
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
に
必
要
と
な
る
家
賃
等
に
充
て
る
こ
と
を
想
定
し

て
地
方
自
治
体
が
給
付
し
て
い
る
趣
旨
を
考
慮
し
、
家
賃
額
ま
で
は
、
利
用
者
負
担
の
負
担
に
充
て
る

こ
と
が
で
き
る
収
入
に
含
ま
な
い
。
 

・
地
方
公
共
団
体
か
ら
医
療
費
の
自
己
負
担
分
と
し
て
支
給
さ
れ
る
手
当
 

・
児
童
手
当
法
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
児
童
手
当
等
利
用
者
本
人
の
生
活
費
以
外
の
用
途
に
充
て
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
金
銭
 

・
生
活
保
護
法
に
お
い
て
収
入
と
し
て
認
定
さ
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
収
入
（
下
記
イ
に
お

い
て
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
）
 
等
 

イ
）
負
担
を
取
る
収
入
（
ア
を
除
く
収
入
）
 

①
 
稼
得
等
収
入
・
・
就
労
に
よ
り
得
た
収
入
又
は
国
に
よ
り
稼
得
能
力
の
補
填
と
し
て
給
付

さ
れ
る
収
入

 
・
工
賃
等
の
就
労
収
入
 

・
障
害
年
金
等
（
低
所
得
１
の
判
定
の
際
に
年
間
８
０
万
円
以
下
の
収
入
と
し
て
算
定
す
る
公
的

年
金
の
範
囲
と
同
様
の
範
囲
。
）

 
・
特
別
障
害
者
手
当
等
（
低
所
得
１
の
判
定
の
際
に
年
間
８
０
万
円
以
下
の
収
入
と
し
て
算
定
す

る
範
囲
と
同
様
の
範
囲
。
た
だ
し
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
は
本
人
に
支
給
さ
れ
な
い
た
め
、
含

ま
な
い
。）

 
・
そ
の
他
地
方
公
共
団
体
が
支
給
す
る
も
の
の
う
ち
、
公
的
年
金
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
市
町

村
が
判
断
す
る
も
の
 
等

 
②
 
そ
の
他
の
収
入
・
・
イ
①
以
外
（
ア
を
除
く
）
の
す
べ
て
の
収
入

 
・
不
動
産
等
に
よ
る
家
賃
収
入

 
・
地
方
公
共
団
体
か
ら
支
給
さ
れ
る
手
当
（
①
に
該
当
し
な
い
福
祉
手
当
等
。
生
活
保
護
法
に
お

い
て
収
入
と
し
て
認
定
さ
れ
な
い
部
分
を
除
く
。）

 
・
親
等
か
ら
の
仕
送
り
 
等

 
ウ
）
必
要
経
費
と
す
る
も
の

 
・
租
税
の
課
税
額

 
・
社
会
保
険
料
（
６
５
歳
以
上
の
施
設
入
所
者
（
療
護
施
設
入
所
者
除
く
）
に
つ
い
て
は
、
介
護

保
険
料
を
除
く
。
）
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【
個
別
減
免
の
収
入
の
種
類
ご
と
の
負
担
額
】
 

○
 
個
別
減
免
の
対
象
者
の
負
担
額
は
、
下
記
の
計
算
方
法
に
よ
り
、
算
定
す
る
。
 

①
【
収
入
の
種
類
ご
と
の
負
担
額
】
に
記
載
さ
れ
た
収
入
の
イ
①
の
収
入
の
う
ち
、
6
6
,
6
6
7

円
（
年

収
８
０
万
円
を
１
２
で
割
っ
た
額
）
ま
で
（
イ
①
の
収
入
が
6
6
,
6
6
7

円
に
満
た
な
い
場
合
は
、

不
足
分
に
、
イ
②
の
収
入
を
充
て
る
）
・
・
全
額
控
除
（
定
率
負
担
な
し
）
 

②
6
6
,
6
6
7

円
を
超
え
る
分
に
つ
い
て
は
、
収
入
の
種
類
に
応
じ
て
負
担
額
を
設
定
 

A）
上
記
イ
）
①
稼
得
等
収
入
 

・
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
入
居
者
・
・
3
,
0
0
0

円
控
除
の
上
、
6
6
,
6
6
7

円
を
超
え
る
収
入
額
の
１
５
％

を
、
ま
た
、
1
0
9
,
6
6
7

円
(注
)を
超
え
た
収
入
額
以
降
は
５
０
％
を
負
担
。
 

・
施
設
入
所
者
 

（
そ
の
他
生
活
費
※
の
額
が
２
．
５
万
円
で
あ
る
者
）・
・
3
,
0
0
0

円
控
除
の
上
、
6
6
,
6
6
7

円
を
超
え
る
収
入
額
の
５
０
％
を
負
担
。
 

（
そ
の
他
生
活
費
※
の
額
が
２
．
８
万
円
又
は
３
．
０
万
円
の
者
）
6
6
,
6
6
7

円
を
超
え

る
収
入
の
５
０
％
を
負
担
。
 

※
そ
の
他
生
活
費
の
額
（
補
足
給
付
の
算
定
の
際
に
用
い
る
額
）
 

・
２
０
歳
～
５
９
歳
で
障
害
基
礎
年
金
２
級
受
給
者
 
２
．
５
万
円
 

・
障
害
基
礎
年
金
１
級
受
給
者
、
６
０
歳
～
６
４
歳
の
者
、
６
５
歳
以
上
で
身
体
障
害
者
療
護
施

設
入
所
者
 
２
．
８
万
円
 

・
６
５
歳
以
上
（
身
体
障
害
者
療
護
施
設
入
所
者
除
く
）
 
３
．
０
万
円
 

 

（
注
）
1
0
9
,
6
6
7

円
は
、
6
6
,
6
6
7

円
に
3
,
0
0
0

円
4
0
,
0
0
0

円
を
足
し
た
も
の
。
 

 
 
施
設
入
所
者
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
入
居
者
の
平
均
的
な
工
賃
収
入
が
4
0
,
0
0
0

円
で
あ
り
、
4
0
,
0
0
0

円
の
収
入
が
あ
れ
ば
、
平
均
的
な
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
利
用
料
6
,
0
0
0

円
を
払
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
、

１
５
％
を
設
定
。
 

就
労
収
入
に
つ
い
て
は
、
特
に
他
の
収
入
と
比
較
し
て
低
い
負
担
額
と
な
る
よ
う
、
上
記
の
設
定
を

し
て
い
る
が
、
平
均
的
な
工
賃
収
入
以
上
あ
る
方
に
つ
い
て
は
、
負
担
能
力
が
あ
る
も
の
と
考
え
、
そ

れ
以
降
を
５
０
％
の
負
担
額
と
し
て
い
る
。
 

こ
の
た
め
、
6
6
,
6
6
7

円
（
全
額
控
除
額
）
＋
3
,
0
0
0

円
（
工
賃
控
除
額
）
＋
4
0
,
0
0
0

円
（
平
均
的
な

工
賃
額
）
＝
1
0
9
,
6
6
7

円
を
超
え
る
額
は
５
０
％
負
担
と
な
る
。
 

 

B
）
上
記
イ
）
②
そ
の
他
の
収
入
‥
５
０
％
を
負
担
。（
①
で
全
額
控
除
の
対
象
と
な
っ
た
収
入
除
く
） 

 

○
 
上
記
A、
B
の
収
入
の
種
類
ご
と
に
計
算
し
た
負
担
額
の
合
計
額
を
個
別
減
免
を
講
じ
た

後
の
定
率
負
担
額
と
す
る
。
（
合
計
し
た
後
に
、
１
円
未
満
切
り
捨
て
）
 

 
例
）
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
入
居
者
、
年
金
２
級
（
6
6
,
2
0
8

円
）
受
給
、
工
賃
収
入
2
0
,
0
0
0

円
、
仕
送
り

1
0
,
0
0
0

円
、
国
保
保
険
料
1
,
0
0
0

円
の
場
合
 

 
仕
送
り
収
入
 
1
0
,
0
0
0

－
1
,
0
0
0

（
国
保
保
険
料
）
＝
9
,
0
0
0
円
 

→
6
6
,
6
6
7

円
ま
で
の
収
入
・
・
全
額
控
除
 

6
6
,
6
6
7

円
(年
金
6
6
,
2
0
8

円
＋
工
賃
4
5
9円
)ま
で
全
額
控
除
（
全
額
控
除
に
充
て
る
場
合
は
、

稼
得
等
収
入
を
優
先
し
て
充
て
る
。
）
 

３
千
円
控
除
の
上
、
１
５
％
の
負
担
と
な
る
も
の
 
2
0
,
0
0
0

-
4
5
9
＝
1
9
,
5
4
1

 

 
（
1
9
,
5
4
1

－
3
,
0
0
0

）
×
0
.
1
5

＝
2
,
4
8
1
.
1

 

仕
送
り
収
入
に
よ
る
負
担
 
9
,
00
0×
0
.
5
＝
4
,
500 

計
 
2
,
481.
1+
4
,
5
0
0

＝
6
,
98
1.1＝
6
,
981円
（
１
円
未
満
切
り
捨
て
）
 

個
別
減
免
後
の
定
率
負
担
額
・
・
6
,
98
1円
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【
添
付
書
類
等
】
 

○
 
障
害
者
が
申
請
す
る
際
に
添
付
す
る
必
要
の
あ
る
書
類
は
以
下
の
と
お
り
。
 

＜
資
産
の
状
況
が
わ
か
る
書
類
＞
 

①
 
保
有
す
る
預
貯
金
等
の
額
が
３
５
０
万
円
未
満
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
資
料

 
・
年
金
等
が
振
り
込
ま
れ
る
本
人
が
主
に
利
用
し
て
い
る
通
帳
、
預
貯
金
額
が
最
も
多
い
通
帳
の
写
し

 
・
マ
ル
優
の
非
課
税
の
証
明
書
（
非
課
税
貯
蓄
申
込
書
）

 
・
そ
の
他
申
告
の
内
容
に
よ
り
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類
（
例
え
ば
、
国
債
等
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
を
申

告
し
た
場
合
の
国
債
等
の
写
し
な
ど
）

 
②
 
居
住
用
以
外
の
不
動
産
を
保
有
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
資
料

 
・
本
人
が
居
住
す
る
市
町
村
に
お
け
る
証
明
書
（
固
定
資
産
税
）

 
・
本
人
名
義
の
固
定
資
産
が
あ
る
場
合
は
、
配
偶
者
、
子
、
親
、
兄
弟
姉
妹
の
一
定
の
親
族
が
居
住
し
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
も
の
（
住
民
票
）

 
③
 
そ
の
他
市
町
村
が
必
要
と
認
め
る
資
料

 
＜
収
入
の
状
況
が
わ
か
る
書
類
＞
 

①
 
本
人
の
収
入
額
が
分
か
る
も
の

 
・
年
金
証
書
、
振
込
通
知
書
、
手
当
の
証
書
等

 
・
工
賃
等
の
就
労
収
入
額
の
証
明
書
（
通
所
し
て
い
る
先
の
事
業
所
等
の
証
明
）

 
・
源
泉
徴
収
票

 
・
市
町
村
の
課
税
・
非
課
税
証
明
書

 
・
市
町
村
が
支
給
す
る
家
賃
補
助
、
手
当
等
の
額
が
分
か
る
書
類

 
・
そ
の
他
申
告
の
内
容
に
よ
り
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類

 
②
 
必
要
経
費
の
額
が
分
か
る
も
の

 
・
市
町
村
の
課
税
・
非
課
税
証
明
書

 
・
国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
等
を
納
付
し
た
証
明
書
等

 
・
そ
の
他

 
・
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
家
賃
額
（
事
業
者
の
証
明
書
）

 
 

 
○
 
原
則
と
し
て
、
申
告
の
際
に
必
要
な
通
帳
の
写
し
や
税
の
証
明
書
等
が
添
付
さ
れ
て
い
れ

ば
よ
い
こ
と
と
す
る
。
 

た
だ
し
、
申
告
の
内
容
に
虚
偽
の
疑
い
が
あ
る
と
市
町
村
が
判
断
し
た
場
合
等
に
つ
い
て

は
、
必
要
に
応
じ
て
調
査
を
行
う
。
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③
 
補
足
給
付
の
認
定
に
つ
い
て

 
 
施
設
入
所
者
の
低
所
得
者
に
か
か
る
食
費
・
光
熱
水
費
の
実
費
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
補
足

給
付
（
１
８
年
４
月
か
ら
９
月
ま
で
の
間
は
身
体
障
害
者
福
祉
法
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ

く
特
定
入
所
者
食
費
等
給
付
費
、
平
成
１
８
年
１
０
月
以
降
は
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
特
定
障
害

者
特
別
給
付
費
、
障
害
児
に
つ
い
て
は
、
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
）
を
支
給
す
る
。

 
 
補
足
給
付
を
支
給
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
２
０
歳
以
上
の
入
所
者
に
つ
い
て
は
、
個
別
減
免
の

定
率
負
担
額
を
支
払
っ
た
後
に
、
手
元
に
一
定
額
が
残
る
よ
う
、
補
足
給
付
を
支
給
す
る
。
ま
た
、

２
０
歳
未
満
の
入
所
者
に
つ
い
て
は
、
地
域
で
子
ど
も
を
養
育
す
る
た
め
に
通
常
要
す
る
程
度
の

負
担
と
な
る
よ
う
に
補
足
給
付
を
支
給
す
る
。

 
 （
１
）
２
０
歳
以
上
の
入
所
者
 

【
手
続
き
等
】
 

 
 
 障
害
者
の
申
請
に
よ
り
、
障
害
者
の
収
入
額
を
市
町
村
が
認
定
す
る
。
（
個
別
減
免
や
月

額
負
担
上
限
額
の
認
定
の
申
請
と
併
せ
て
行
う
。）
 

こ
の
た
め
、
現
在
す
で
に
入
所
し
て
い
る
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
申
請
を
出
す
よ
う
に
周

知
す
る
こ
と
が
必
要
。
 

 

【
補
足
給
付
の
対
象
者
】・
・
・
生
活
保
護
、
低
所
得
１
、
低
所
得
２
の
者
 

【
具
体
的
な
認
定
方
法
】
 

○
 
補
足
給
付
の
算
定
に
係
る
収
入
額
に
つ
い
て
は
、
個
別
減
免
に
お
け
る
収
入
と
基
本
的

に
同
じ
考
え
方
と
す
る
（
個
別
減
免
に
お
い
て
は
、
３
種
類
に
分
類
し
て
い
た
収
入
を
２

種
類
に
分
類
す
る
点
以
外
は
基
本
的
に
同
じ
）
。

 
ア
）
負
担
を
取
ら
な
い
収
入

 
○
 
特
定
目
的
収
入
・
・
国
、
地
方
公
共
団
体
等
か
ら
特
定
の
目
的
に
充
て
る
た
め
に
支
給
さ
れ
る

も
の

 
※
 
地
方
公
共
団
体
又
は
そ
の
長
か
ら
家
賃
補
助
等
の
施
設
に
入
所
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
係
る
費
用
に
つ
い

て
補
助
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
補
足
給
付
に
よ
り
施
設
に
入
所
す
る
こ
と
に
よ
り
か
か
る
食

費
・
光
熱
水
費
等
に
つ
い
て
公
費
が
給
付
さ
れ
て
い
る
た
め
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
と
は
異
な
り
、
特
定

目
的
収
入
と
し
な
い
。

 
イ
）
負
担
を
取
る
収
入
（
ア
）
を
除
く
収
入
）
（
個
別
減
免
と
異
な
り
、
稼
得
等
収
入
と
そ
の
他
収

入
の
区
別
は
な
し
）

 
ウ
）
必
要
経
費
と
す
る
も
の

 
・
所
得
税
等
の
租
税
の
課
税
額

 
・
社
会
保
険
料
（
６
５
歳
以
上
の
施
設
入
所
者
（
療
護
施
設
入
所
者
除
く
）
に
つ
い
て
は
、
介
護
保

険
料
を
除
く
。
）

 
 
【
具
体
的
な
計
算
方
法
】
 

○
 
補
足
給
付
に
つ
い
て
は
、
日
額
と
し
て
額
を
確
定
す
る
。
 

○
 
算
定
手
順
と
し
て
は
、
月
収
を
元
に
算
定
し
た
月
額
の
補
足
給
付
を
３
０
．
４
で
除
し

て
日
額
を
算
定
（
１
円
未
満
切
り
上
げ
）
す
る
。
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①
上
記
イ
）
か
ら
ウ
）
を
控
除
し
た
額
を
１
２
で
除
し
て
得
た
額
（
以
下
、
認
定
収
入
額
と
い
う
。
）

が
6
6
,
6
6
7

円
以
下
の
場
合
 

負
担
限
度
額
（
月
額
）
＝
認
定
収
入
額
－
そ
の
他
生
活
費
の
額
※
 

※
そ
の
他
生
活
費
の
額
（
補
足
給
付
の
算
定
の
際
に
用
い
る
額
）
 

・
２
０
歳
～
５
９
歳
で
障
害
基
礎
年
金
２
級
受
給
者
 
２
．
５
万
円
 

・
障
害
基
礎
年
金
１
級
受
給
者
、
６
０
歳
～
６
４
歳
の
者
、
６
５
歳
以
上
で
身
体
障
害
者
療
護
施
設
入
所

者
 
２
．
８
万
円
 

・
６
５
歳
以
上
（
身
体
障
害
者
療
護
施
設
入
所
者
除
く
）
 
３
．
０
万
円
 

 

補
足
給
付
額
（
月
額
）
＝
5
8
,
0
0
0

円
*－
負
担
限
度
額
（
月
額
）
 

補
足
給
付
額
（
日
額
）
＝
補
足
給
付
額
（
月
額
）
÷
３
０
．
４
（
１
円
未
満
切
り
上
げ
）
 

た
だ
し
、
補
足
給
付
額
（
月
額
）
が
3
6
,
0
0
0

円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
3
6
,
0
0
0

円
と
す
る
。
 

ま
た
、
実
際
に
要
し
た
費
用
が
補
足
給
付
額
を
下
回
る
場
合
は
、
実
際
に
要
し
た
費
用
を
補
足
給

付
額
と
す
る
。
 

 
②
認
定
収
入
額
が
6
6
,
6
6
7

円
を
超
え
る
場
合
 

負
担
限
度
額
（
月
額
）
＝
（
6
6
,
6
6
7

円
－
そ
の
他
生
活
費
）
＋
（
認
定
収
入
額
－
6
6
,
6
6
7

円
）

×
0
.
5 

補
足
給
付
額
（
月
額
）
＝
5
8
,
0
0
0

*－
負
担
限
度
額
（
月
額
）
 

補
足
給
付
額
（
日
額
）
＝
補
足
給
付
額
（
月
額
）
÷
３
０
．
４
（
１
円
未
満
切
り
上
げ
）
 

実
際
に
要
し
た
費
用
が
補
足
給
付
額
を
下
回
る
場
合
は
、
実
際
に
要
し
た
費
用
を
補
足
給
付
額
と

す
る
。
 

 

○
 
補
足
給
付
に
つ
い
て
は
、
負
担
限
度
額
と
5
8
,
0
0
0

円
の
差
額
を
補
足
給
付
額
と
し
て

確
定
し
、
施
設
に
お
い
て
実
際
に
要
し
た
費
用
が
5
8
,
0
0
0

円
を
下
回
っ
た
場
合
に
つ
い

て
、
補
足
給
付
額
を
減
額
す
る
取
り
扱
い
は
取
ら
な
い
。
た
だ
し
、
実
際
に
要
し
た
費
用

以
上
に
補
足
給
付
を
支
払
う
こ
と
が
な
い
よ
う
、
実
際
に
要
し
た
費
用
が
補
足
給
付
額
を

下
回
る
場
合
は
、
実
際
に
要
し
た
費
用
ま
で
減
額
し
て
支
払
う
こ
と
と
す
る
。
 

 

○
 
食
費
等
に
か
か
る
実
費
負
担
額
と
し
て
、
補
足
給
付
額
を
算
定
す
る
際
に
計
算
し
た
負

担
限
度
額
以
上
、
実
費
等
負
担
に
か
か
る
費
用
を
事
業
者
が
利
用
者
か
ら
徴
収
し
て
い
た

場
合
は
、
補
足
給
付
は
支
給
し
な
い
こ
と
す
る
。
 

こ
れ
は
、
食
費
等
の
実
費
負
担
に
つ
い
て
、
低
所
得
者
か
ら
負
担
限
度
額
を
超
え
る
額

の
負
担
を
求
め
な
い
こ
と
と
す
る
補
足
給
付
を
設
け
た
趣
旨
を
無
に
す
る
も
の
で
あ
る

た
め
、
限
度
額
を
超
え
て
徴
収
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
こ
と
と
す
る
た
め
に
設
け
る
も
の

で
あ
る
。
 

 

○
 
事
業
者
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
食
費
、
光
熱
水
費
に
か
か
る
実
費
負
担
と
し
て
利
用
者

か
ら
徴
収
す
る
額
（
補
足
給
付
額
と
実
際
に
実
費
と
し
て
徴
収
す
る
額
）
を
契
約
書
に
明

示
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
、
市
町
村
は
事
業
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
契
約
書
に
よ
り
、
事
業

者
が
利
用
者
よ
り
徴
収
し
て
い
る
負
担
額
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

  
 
 
 
*

 
5
8
,
0
0
0

円
に
つ
い
て
は
、
補
足
給
付
を
支
給
す
る
基
準
額
と
し
て
暫
定
的
に
設
定
し
て
い
る
が
、
今
後
、

経
営
実
態
調
査
等
の
実
績
を
踏
ま
え
、
変
更
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
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例
）
５
５
歳
、
年
金
２
級
（
6
6
,
2
0
8

円
）
受
給
、
工
賃
収
入
2
0
,
0
0
0

円
、
仕
送
り
1
0
,
0
0
0

円
、
国
保

保
険
料
1
,
0
0
0

円
 

認
定
収
入
額
＝
6
6
,
2
0
8

＋
2
0
,
0
0
0

＋
1
0
,
0
0
0

－
1
,0
0
0
＝
9
5
,
2
0
8

 

負
担
上
限
額
＝
6
6
,
6
6
7

－
2
5
,
0
0
0

＋
（
9
5
,
2
0
8

－
6
6
,
6
6
7

）
×
0
.
5
＝
4
1
,
6
6
7

+
1
4
,
2
7
0
.
5

＝
5
5
,
9
3
7

.
5 

補
足
給
付
額
（
月
額
）
＝
5
8
,
0
0
0

－
5
5
,
9
3
7

.
5＝
2
,
0
6
2
.
5

 
 
 
  

補
足
給
付
額
（
日
額
）
＝
2
,
0
6
2
.
5
÷
3
0
.
4

＝
6
7
.
8
=
6
8

（
１
円
未
満
切
り
上
げ
）
 

 【
添
付
書
類
】
 

＜
収
入
の
状
況
が
わ
か
る
書
類
＞
 

（
個
別
減
免
の
添
付
書
類
で
足
り
る
場
合
は
そ
れ
に
よ
り
確
認
）
 

①
 
本
人
の
収
入
額
が
分
か
る
も
の
 

・
年
金
証
書
、
振
込
通
知
書
、
手
当
の
証
書
等
 

・
工
賃
等
の
就
労
収
入
額
の
証
明
書
（
通
所
し
て
い
る
先
の
事
業
所
等
の
証
明
）
 

・
源
泉
徴
収
票
 

・
市
町
村
の
課
税
・
非
課
税
証
明
書
 

・
そ
の
他
申
告
の
内
容
に
よ
り
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類
 

②
 
必
要
経
費
の
額
が
分
か
る
も
の
 

・
市
町
村
の
課
税
・
非
課
税
証
明
書
 

・
国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
等
を
納
付
し
た
証
明
書
等
 

 （
２
）
２
０
歳
未
満
の
入
所
者
 

【
手
続
き
等
】
 

障
害
者
又
は
障
害
児
の
保
護
者
（
以
下
「
障
害
者
等
」
と
い
う
。
）
の
申
請
に
よ
り
、
月

額
負
担
上
限
額
の
所
得
区
分
に
応
じ
て
、
市
町
村
が
認
定
す
る
。
 

こ
の
た
め
、
現
在
す
で
に
入
所
し
て
い
る
障
害
者
等
に
つ
い
て
は
、
申
請
を
出
す
よ
う
に

周
知
す
る
こ
と
が
必
要
。
 

な
お
、
１
８
，
１
９
歳
の
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
民
法
上
、
保
護
者
に
障
害
者
を
監
護
す

る
義
務
が
あ
る
た
め
、
保
護
者
等
の
障
害
者
を
監
護
す
る
者
の
属
す
る
世
帯
の
所
得
区
分
を

認
定
し
て
、
決
定
す
る
。
 

 

【
具
体
的
な
認
定
方
法
】
 

○
 
月
額
負
担
上
限
額
の
区
分
に
応
じ
て
下
記
の
額
を
給
付
。
（
た
だ
し
、
実
際
に
要
し
た

費
用
が
補
足
給
付
額
を
下
回
る
場
合
は
、
実
際
に
要
し
た
費
用
を
補
足
給
付
額
と
す
る
。
）
 

 

①
生
活
保
護
世
帯
 

補
足
給
付
額
（
月
額
）
＝
2
5
,
0
0
0

円
*(そ
の
他
生
活
費
)＋
1
5
,
0
0
0

円
*
*(定
率
負
担
相
当
額
)＋
5
8
,
0
0
0

円
－

5
0
,
0
0
0

円
(地
域
で
子
ど
も
を
養
育
す
る
の
に
通
常
要
す
る
費
用
)
=4
8
,
0
0
0

円
 

補
足
給
付
額
（
日
額
）
＝
4
8
,
0
0
0

÷
3
0
.
4

＝
1
,
5
7
8
.
9
=
1
,
5
7
9

円
（
１
円
未
満
切
り
上
げ
）
 

②
低
所
得
１
 
 

補
足
給
付
額
（
月
額
）
＝
2
5
,
0
0
0

円
*(そ
の
他
生
活
費
)＋
1
5
,
0
0
0

円
*
*(定
率
負
担
相
当
額
)＋
5
8
,
0
0
0

円
－

5
0
,
0
0
0

円
(地
域
で
子
ど
も
を
養
育
す
る
の
に
通
常
要
す
る
費
用
)
=
4
8
,
0
0
0

円
 

補
足
給
付
額
（
日
額
）
＝
4
8
,
0
0
0

÷
3
0
.
4

＝
1
,
5
7
8
.
9
=
1
,
5
7
9

円
（
１
円
未
満
切
り
上
げ
）
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③
低
所
得
２
 
 

補
足
給
付
額
（
月
額
）
＝
2
5
,
0
0
0

円
*(そ
の
他
生
活
費
)＋
1
5
,
0
0
0

円
*
*(定
率
負
担
相
当
額
)＋
5
8
,
0
0
0

円
－

5
0
,
0
0
0

円
(地
域
で
子
ど
も
を
養
育
す
る
の
に
通
常
要
す
る
費
用
)
=
4
8
,
0
0
0

円
 

補
足
給
付
額
（
日
額
）
＝
4
8
,
0
0
0

÷
3
0
.
4

＝
1
,
5
7
8
.
9
=
1
,
5
7
9

円
（
１
円
未
満
切
り
上
げ
）
 

 
 ④
一
般
世
帯
 
 

補
足
給
付
額
（
月
額
）
＝
2
5
,
0
0
0

円
*＋
定
率
負
担
額
**
*＋
5
8
,
0
0
0

円
－
7
9
,
0
0
0

円
(地
域
で
子
ど
も
を
養
育

す
る
の
に
通
常
要
す
る
費
用
(所
得
階
層
ご
と
)
) 

補
足
給
付
額
（
日
額
）
＝
補
足
給
付
額
（
月
額
）
÷
３
０
．
４
（
１
円
未
満
切
り
上
げ
）
 

 

*
 １
８
歳
未
満
の
場
合
は
、
教
育
費
相
当
分
と
し
て
、
2
5
,
0
0
0

円
に
9
,
0
0
0

円
加
算
し
、
3
4
,
0
0
0

円
と
す
る
。
 

*
*
 
生
保
及
び
低
所
得
１
，
２
の
定
率
負
担
相
当
額
は
実
際
の
負
担
額
に
か
か
わ
ら
ず
1
5
,
0
0
0

円
と
す
る
。
（
当
該
定
率
負
担

相
当
額
に
つ
い
て
は
、
補
足
給
付
の
計
算
の
際
に
用
い
る
数
字
で
あ
り
、
定
率
負
担
額
と
し
て
計
算
す
る
際
に
は
、
単
価
の

１
割
を
算
定
す
る
。
（
上
限
額
を
超
え
る
場
合
は
、
上
限
額
）
 

*
*
*
 定
率
負
担
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
利
用
者
に
係
る
単
価
／
日
×
３
０
．
４
×
０
．
１
に
よ
り
算
出
 

 ※
 
１
８
年
４
月
よ
り
利
用
者
負
担
が
見
直
さ
れ
る
２
０
歳
未
満
の
者
で
、
施
設
訓
練
等
支
援
費
を
支
給
さ
れ
、
身
体
障
害
者

更
生
援
護
施
設
、
知
的
障
害
者
援
護
施
設
に
入
所
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
報
酬
単
価
を
日
額
化
す
る
見
直
し
と
併
せ
、
補
足

給
付
額
に
つ
い
て
は
、
２
０
歳
以
上
と
同
様
に
、
月
額
で
算
出
し
た
上
で
、
そ
の
額
を
３
０
．
４
で
除
し
て
得
た
額
を
日
額

（
１
円
未
満
切
り
上
げ
）
と
す
る
。
 

 

※
 
た
だ
し
、
児
童
福
祉
施
設
に
入
所
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
児
童
福
祉
施
設
の
契
約
制
度
の
導
入
、
利
用
者
負
担
の
見
直

し
は
、
１
８
年
１
０
月
か
ら
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
上
記
の
補
足
給
付
額
の
支
給
等
に
つ
い
て
も
１
８
年
１
０
月

か
ら
実
施
す
る
。
そ
の
際
の
報
酬
単
価
の
見
直
し
と
併
せ
、
補
足
給
付
額
の
月
額
・
日
額
化
に
つ
い
て
も
併
せ
て
決
定
す
る

こ
と
と
す
る
。
 

な
お
、
児
童
福
祉
施
設
の
給
付
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
が
行
う
た
め
、
補
足
給
付
額
、
月
額
負
担
上
限
額
の

決
定
等
の
事
務
に
つ
い
て
も
、
都
道
府
県
に
お
い
て
行
う
こ
と
と
な
る
。
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（
２
）
生
活
保
護
・
境
界
層
対
象
者
に
対
す
る
負
担
軽
減
措
置
に
つ
い
て

 
 ＜
考
え
方
＞
 

 
 
利
用
者
負
担
の
見
直
し
に
よ
り
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
者
が
生
活
保
護
の
受
給

の
対
象
者
と
な
る
場
合
に
は
、
生
活
保
護
の
適
用
対
象
で
な
く
な
る
ま
で
利
用
料
を
減
額
す
る

こ
と
と
す
る
。
 

ま
た
、
受
給
対
象
者
施
設
に
入
所
す
る
障
害
者
が
、
食
費
等
実
費
負
担
が
重
い
こ
と
に
よ
り
、

生
活
保
護
受
給
対
象
者
と
な
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
定
率
負
担
に
あ
わ
せ
、
食
費
等
実
費
負
担

に
つ
い
て
も
、
一
定
額
ま
で
軽
減
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

 ＜
軽
減
の
方
法
＞
 

①
 
定
率
負
担
の
軽
減
措
置
（
居
宅
・
施
設
共
通
）
 

 
 
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
定
率
負
担
を
負
担
し
な
け
れ
ば
、
生
活
保
護
の
適
用
対
象
で
な
く
な

る
場
合
に
は
、
生
活
保
護
の
適
用
対
象
で
な
く
な
る
ま
で
月
額
負
担
上
限
額
の
区
分
を
下
げ
る
。
 

負
担
上
限
額
 
4
0
,
2
0
0

円
 
→
 
2
4
,
6
0
0

円
 
→
 
1
5
,
0
0
0

円
 
→
 
0
円
 

②
 
施
設
入
所
者
の
食
費
負
担
軽
減
措
置
 

（
２
０
歳
以
上
）
 

定
率
負
担
の
利
用
者
負
担
を
０
円
ま
で
減
免
し
て
も
生
活
保
護
対
象
者
と
な
る
場
合
は
、

生
活
保
護
の
適
用
対
象
に
な
ら
な
く
な
る
範
囲
ま
で
食
費
等
を
軽
減
す
る
。
 

軽
減
す
る
範
囲
に
つ
い
て
は
、
3
6
,
0
0
0

円
(月
額
)
を
上
限
と
し
、
生
活
保
護
の
受
給
対
象

と
な
ら
な
く
な
る
ま
で
補
足
給
付
を
支
給
。
 

な
お
、
生
活
保
護
の
対
象
者
に
つ
い
て
は
、
収
入
額
に
か
か
わ
ら
ず
、
3
6
,
0
0
0

円
（
月
額
）

を
支
給
す
る
。
 

 
 

 
生
保
世
帯

 
低
所
得
世
帯

 
一
般
世
帯

 
①

 
定
率
負
担

 
０
 

2
4
,
6
0
0

→
1
5
,
0
0
0

→
0
 

4
0
,
2
0
0

→
2
4
,
6
0
0

→
1
5
,
0
0
0

→
0
 

実
費
負
担

 
2
2
,
0
0
0

 
5
8
,
0
0
0

～
2
2
,
0
0
0

（
生
保
適
用
対
象
で
な
く
な
る
ま
で
減
免
）
 

②
 
補
足
給
付

 
3
6
,
0
0
0

 
3
6
,
0
0
0

～
1
 

 
（
２
０
歳
未
満
）
 

一
般
世
帯
に
お
い
て
、
定
率
負
担
の
利
用
者
負
担
を
０
円
ま
で
減
免
し
て
も
生
活
保
護
対

象
者
と
な
る
場
合
は
、
低
所
得
者
世
帯
と
み
な
し
て
、
補
足
給
付
を
支
給
。
 

す
で
に
低
所
得
者
世
帯
の
補
足
給
付
を
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
ど
こ
で
暮
ら
し
て
い

て
も
か
か
る
費
用
の
負
担
を
求
め
る
考
え
方
か
ら
、
そ
れ
以
上
の
補
足
給
付
の
特
例
措
置
は

講
じ
な
い
こ
と
と
す
る
。
 

生
活
保
護
の
対
象
者
に
つ
い
て
は
、
低
所
得
者
世
帯
と
同
様
の
実
費
負
担
を
求
め
る
こ
と

と
す
る
。
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定
率
負
担
を
1
9
,
0
0
0

円
(月
額
)と
し
た
場
合
 

 
生
保
世
帯
 
低
所
得
世
帯
*
 

一
般
世
帯
 

①
 
定
率
負
担
 

０
 

2
4
,
6
0
0

→
1
5
,
0
0
0

→
0 
4
0
,
2
0
0

→
2
4
,
6
0
0

→
1
5
,
0
0
0

→
0 

実
費
負
担
 

1
0
,
0
0
0

 

(
1
,
0
0
0
)

 

1
0
,
0
0
0

 

(
1
,
0
0
0
)

 

3
5
,
0
0
0

→
1
0
,
0
0
0

 

(
2
6
,
0
0
0

→
1
,
0
0
0
)

 

②
 

補
足
給
付
 

4
8
,
0
0
0

 

(
5
7
,
0
0
0
)

 

4
8
,
0
0
0

 

(
5
7
,
0
0
0
)

 

2
3
,
0
0
0

→
4
8
,
0
0
0

 

(
3
2
,
0
0
0

→
5
7
,
0
0
0
)

 

（
 
）
内
は
１
８
歳
未
満
の
場
合
 

*低
所
得
者
世
帯
に
つ
い
て
は
、
補
足
給
付
の
特
例
措
置
は
行
わ
れ
な
い
。
 

 ＜
手
続
き
＞
 

福
祉
事
務
所
に
お
い
て
、
生
活
保
護
の
申
請
を
し
た
者
に
つ
い
て
、
 

①
 
定
率
負
担
の
み
軽
減
す
れ
ば
生
活
保
護
の
対
象
者
と
な
ら
な
い
場
合
 

保
護
の
却
下
を
行
う
と
と
も
に
、
却
下
通
知
書
に
定
率
負
担
を
2
4
,
6
0
0

円
ま
た
は
1
5
,
0
0
0

円
ま
た

は
0
円
と
す
る
こ
と
を
記
載
す
る
。
 

利
用
者
は
保
護
の
却
下
通
知
書
を
添
え
て
、
市
町
村
に
定
率
負
担
の
減
免
の
申
請
を
行
う
。
 

市
町
村
に
お
い
て
は
、
申
請
を
受
け
た
場
合
は
、
定
率
負
担
の
減
免
措
置
を
講
ず
る
。
な
お
、
申
請

さ
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
初
日
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
当
該
上
限
額
を
適
用
し
、
次
の
定
期
月
額
負
担
上

限
額
の
見
直
し
（
年
に
１
回
の
支
給
決
定
の
見
直
し
）
が
行
わ
れ
る
ま
で
適
用
す
る
。
 

②
 
①
に
加
え
、
食
費
負
担
を
減
免
す
れ
ば
生
活
保
護
の
対
象
者
と
な
ら
な
い
場
合
 

保
護
の
却
下
を
行
う
と
と
も
に
、
却
下
通
知
書
に
、
下
記
事
項
を
記
載
す
る
。
 

・
特
例
補
足
給
付
対
象
者
で
あ
る
こ
と
 

・
生
活
保
護
に
お
い
て
認
定
し
た
収
入
額
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
生
活
保
護
の
最
低
生
活
費
の
額
 

利
用
者
は
保
護
の
却
下
申
請
書
を
添
え
て
、
市
町
村
に
定
率
負
担
の
減
免
及
び
補
足
給
付
の
特
例
額

の
申
請
を
行
う
。
 

市
町
村
に
お
い
て
は
、
保
護
の
却
下
申
請
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
情
報
を
元
に
、
特
例
補
足
給
付
の

額
を
決
定
す
る
。
 

な
お
、
申
請
さ
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
初
日
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
当
該
補
足
給
付
の
額
を
適

用
し
、
次
の
定
期
月
額
負
担
上
限
額
の
見
直
し
（
年
に
１
回
の
支
給
決
定
の
見
直
し
）
が
行
わ

れ
る
ま
で
適
用
す
る
。
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（
３
）
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
に
つ
い
て

 
 ＜
合
算
の
対
象
と
す
る
費
用
＞
 

同
一
世
帯
に
属
す
る
も
の
が
同
一
月
に
受
け
た
サ
ー
ビ
ス
に
よ
り
か
か
る
下
記
①
の
利
用

者
負
担
額
と
②
～
⑤
の
い
ず
れ
か
の
利
用
者
負
担
額
を
合
算
す
る
。
 

①
 
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
介
護
給
付
費
、
訓
練
等
給
付
費
、
特
例
介
護
給
付
費
、
特
例
訓
練

等
給
付
費
（
以
下
「
介
護
給
付
費
等
」
と
い
う
。）
に
係
る
定
率
負
担
額
 

②
 
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
施
設
訓
練
等
支
援
費
の
定
率
負
担
額
（
１
８
年
４
月
～
９
月
ま
で
） 

③
 
知
的
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
施
設
訓
練
等
支
援
費
の
定
率
負
担
額
（
１
８
年
４
月
～
９
月
ま
で
） 

④
 
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
障
害
児
施
設
給
付
費
（
高
額
障
害
児
施
設
給
付
費
と
し
て
償
還
さ
れ
た
費

用
を
除
く
。
）（
１
８
年
１
０
月
以
降
）
 

⑤
 
介
護
保
険
の
利
用
者
負
担
額
（
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
よ
り
償
還
さ
れ
た
費
用
を
除
く
。
）
た
だ

し
、
当
該
者
が
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
基
づ
く
介
護
給
付
等
を
受
け
た
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
 

 
 

 
※
 
①
～
④
に
つ
き
、

 
ア
）
通
所
施
設
利
用
者
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
利
用
者
に
係
る
社
会
福
祉
法
人
減
免

 
 
 
イ
）
災
害
等
に
よ
る
利
用
者
負
担
減
免

 
が
講
じ
ら
れ
た
場
合
は
、
講
じ
た
後
の
利
用
者
負
担
額
を
合
算
す
る
。

 
 
※
 
障
害
者
自
立
支
援
法
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
な
い
利
用
者
に
つ
い
て
は
、（
身
体
障
害
者
福
祉
法
、

知
的
障
害
者
福
祉
法
、
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
）
そ
れ
ぞ
れ
、
各
法
の
規
定
に
基
づ

き
按
分
し
た
額
を
償
還
す
る
。

 
 ＜
支
給
額
＞
 

一
人
当
た
り
の
負
担
上
限
額
が
、
償
還
基
準
額
を
超
え
た
世
帯
合
算
負
担
額
（
上
記
①
～
④

を
合
算
し
た
も
の
）
を
個
人
の
負
担
額
の
割
合
で
按
分
し
た
額
と
な
る
よ
う
、
高
額
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
費
を
支
払
う
。
 

（
償
還
基
準
額
）
 

①
 
低
所
得
１
・
・
１
５
，
０
０
０
円
 

②
 
低
所
得
２
・
・
２
４
，
６
０
０
円
 

③
 
一
般
世
帯
・
・
４
０
，
２
０
０
円
 

（
階
層
に
つ
い
て
は
、
月
額
負
担
上
限
額
と
同
じ
。
生
活
保
護
減
免
に
よ
り
、
月
額
負
担
上
限
額
が
下
が

っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
額
）
 

・
１
人
当
た
り
の
負
担
上
限
額
＝
償
還
基
準
額
×
 

利
用
者
負
担
額
（
１
人
当
た
り
）
／
利
用
者
負
担
全
体
合
算
額
 

・
１
人
当
た
り
の
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
＝
 

利
用
者
負
担
額
（
１
人
当
た
り
）
－
１
人
当
た
り
負
担
上
限
額
 

 ※
 
利
用
者
ご
と
に
按
分
し
た
場
合
の
端
数
の
割
り
振
り
方
に
つ
い
て
は
、
現
在
検
討
中
。
 

※
※
 
低
所
得
１
に
つ
い
て
は
、
1
5
,
0
0
0

円
が
個
人
と
し
て
の
負
担
上
限
額
で
あ
る
た
め
、
上
記
の
計
算
額
が
1
5
,
0
0
0

円
を

超
え
る
場
合
に
は
、
1
5
,
0
0
0

円
と
な
る
よ
う
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
を
支
払
う
。
（
事
例
３
参
照
）
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※
※
※
 
世
帯
の
特
例
の
取
り
扱
い
を
取
っ
た
場
合
は
特
例
に
よ
る
世
帯
で
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
る
。
た
だ

し
、
介
護
保
険
の
利
用
者
負
担
額
の
合
計
額
（
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
よ
る
償
還
後
の
負
担
額
の
合
計
額
）
が
高
額
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
の
償
還
基
準
額
を
超
え
る
と
き
は
、
介
護
保
険
の
利
用
者
負
担
額
の
う
ち
、
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費

の
償
還
基
準
額
ま
で
を
合
算
の
対
象
と
す
る
。
（
事
例
４
、
５
参
照
）
 

 ＜
事
例
＞
 

事
例
１
 
介
護
保
険
と
障
害
サ
ー
ビ
ス
の
合
算
（
単
身
世
帯
）
 

〔
単
身
世
帯
の
A
さ
ん
が
低
所
得
２
に
該
当
す
る
場
合
〕
 

A
さ
ん
の
利
用
者
負
担
額
 
介
護
保
険
3
5
,
0
0
0

円
 
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
2
4
,
6
0
0

円
 

①
介
護
保
険
の
負
担
額
は
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
よ
り
1
5
,
4
0
0

円
（
3
5,
0
0
0
－
2
4
,
6
0
0

＝

1
0,
4
0
0

）
は
償
還
さ
れ
る
た
め
、
介
護
保
険
の
合
算
の
対
象
と
な
る
額
は
、
2
4
,
6
0
0

円
 

②
4
9
,
2
0
0

（
＝
2
4
,
6
0
0

×
２
）
－
2
4
,
6
0
0

＝
2
4
,
6
0
0

円
（
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
の
額
）
 

 

事
例
２
 
同
一
世
帯
に
お
け
る
合
算
①
 

〔
A
さ
ん
,
Bさ
ん
,
Cさ
ん
と
も
低
所
得
２
に
該
当
す
る
場
合
〕
 

A
さ
ん
（
利
用
者
負
担
額
）
 
介
護
保
険
3
5,
0
0
0
円
 
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
2
4
,
6
0
0

円
 

B
さ
ん
（
利
用
者
負
担
額
）
 
介
護
保
険
1
5
,
0
0
0

円
 

C
さ
ん
（
利
用
者
負
担
額
）
 
施
設
訓
練
等
支
援
費
 
2
4
,
6
0
0

円
 

①
介
護
保
険
の
利
用
に
よ
る
負
担
額
は
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
よ
り
下
記
の
額
と
な
る
 

 
 
A
さ
ん
 
2
4
,
6
0
0

×
3
5,
0
0
0
円
／
（
3
5,
0
0
0
+
1
5
,
0
0
0

）
＝
1
7
,
2
2

0
円
 

→
実
際
に
A
さ
ん
が
負
担
す
る
介
護
保
険
の
利
用
者
負
担
額
 

 
 
B
さ
ん
 
2
4
,
6
0
0

×
1
5
,
0
0
0

円
／
（
3
5,
0
0
0
+
1
5
,
0
0
0

）
＝
 
7
,
3
8
0

円
 

→
実
際
に
B
さ
ん
が
負
担
す
る
介
護
保
険
の
利
用
者
負
担
額
 

②
B
さ
ん
は
介
護
保
険
の
み
利
用
し
て
い
る
た
め
、
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
の
対
象
外
。
 

こ
の
た
め
、
 

A
さ
ん
の
介
護
保
険
の
利
用
者
負
担
（
1
7
,
2
2

0
円
）
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
（
2
4
,
6
0
0

円
）
、
C
さ
ん
の
施
設
訓
練
等
支
援
費
の
利
用
者
負
担
（
2
4
,
6
0
0

円
）
 

を
合
算
し
、
A
さ
ん
、
C
さ
ん
の
負
担
を
合
わ
せ
て
2
4
,
6
0
0

円
と
な
る
よ
う
割
り
振
っ
て
高
額
費
を
支
給
。
 

 
A 
2
4
,
6
0
0

×
（
1
7
,
2
2

0
+
2
4
,
6
0
0

）
/（
1
7
,
2
2

0
+
2
4
,
6
0
0
+
2
4
,
6
0
0

）
＝
1
5
,
4
8
8

 

→
A
さ
ん
の
合
算
後
の
利
用
者
負
担
額
 

4
1
,
8
2

0
(
=
1
7
,
2
2

0
+
2
4
,
6
0
0

)－
1
5
,
4
8
8

＝
2
6
,
3
3
2

→
A
さ
ん
に
支
給
さ
れ
る
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

費
（
自
立
支
援
法
）
 

C 
2
4
,
6
0
0

×
2
4
,
6
0
0

／
（
1
7
,
2
2

0
+
2
4
,
6
0
0
+
2
4
,
6
0
0

）
＝
9
,
1
1
1

 

→
C
さ
ん
の
合
算
後
の
利
用
者
負
担
額
 

2
4
,
6
0
0

－
9
,
1
1
1

＝
1
5
,
4
8
9

→
C
さ
ん
に
支
給
さ
れ
る
高
額
施
設
訓
練
等
支
援
費
（
身
障
法
又
は
知
障
法
） 

 
※
 
利
用
者
負
担
額
と
し
て
は
、
合
算
し
て
計
算
す
る
が
、
償
還
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
支
給
決
定
を
受
け
た
法
律

に
基
づ
く
給
付
に
よ
り
償
還
す
る
。
 

 事
例
３
 
同
一
世
帯
に
お
け
る
合
算
②
 

〔
世
帯
で
は
低
所
得
２
に
属
す
る
が
、
A
さ
ん
,
Cさ
ん
単
独
で
み
る
と
低
所
得
１
の
場
合
〕
 

A
さ
ん
（
利
用
者
負
担
額
）
 
介
護
保
険
3
5,
0
0
0
円
 
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
1
5
,
0
0
0

円
 

B
さ
ん
（
利
用
者
負
担
額
）
 
介
護
保
険
2
0
,
0
0
0

円
 

C
さ
ん
（
利
用
者
負
担
額
）
 
施
設
訓
練
等
支
援
費
 
1
5
,
0
0
0

円
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①
介
護
保
険
の
利
用
に
よ
る
負
担
額
は
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
よ
り
下
記
の
額
と
な
る
 

 
A 
2
4
,
6
0
0

×
3
5,
0
0
0
円
／
（
3
5,
0
0
0
+
2
0
,
0
0
0

）
＝
1
5
,
6
5
4

円
→
1
5
,
0
0
0

円
 

 
B 
2
4
,
6
0
0

×
2
0
,
0
0
0

円
／
（
3
5,
0
0
0
+
2
0
,
0
0
0

）
＝
 
8
,
9
4
5

円
 

②
B
さ
ん
は
介
護
保
険
の
み
利
用
し
て
い
る
た
め
、
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
の
対
象
外
。
 

こ
の
た
め
、
 

A
さ
ん
の
介
護
保
険
の
利
用
者
負
担
額
（
1
5
,
0
0
0

円
）
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
額

（
1
5
,
0
0
0

円
）
、
C
さ
ん
の
施
設
訓
練
等
支
援
費
の
利
用
者
負
担
額
（
1
5
,
0
0
0

円
）
 

を
合
算
し
、
A
さ
ん
と
C
さ
ん
の
負
担
を
合
わ
せ
て
2
4
,
6

0
0円
と
な
る
よ
う
割
り
振
っ
て
高
額
費
を
支
給
。 

 
A 
2
4
,
6
0
0

×
(
1
5
,
0
0
0
+
1
5
,
0
0
0

)/
(
1
5
,
0
0
0
+
1
5
,
0
0
0
+
1
5
,
0
0
0

) 

＝
1
6
,
3
9
9

→
1
5
,
0
0
0

（
負
担
額
）
 

3
0
,
0
0
0

(
=
1
5
,
0
0
0
+
1
5
,
0
0
0

)－
1
5
,
0
0
0

＝
1
5
,
0
0
0

（
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
。
自
立
支
援
法
）
 

C 
2
4
,
6
0
0

×
1
5
,
0
0
0

／
(1
5
,
0
0
0
+
1
5
,
0
0
0
+
1
5
,
0
0
0

)＝
8
,
1
9
9

（
負
担
額
）
 

1
5
,
0
0
0

－
8
,
1
9
9

＝
6
,
8
0
1

（
高
額
施
設
訓
練
等
支
援
費
。
身
障
法
又
は
知
障
法
）
 

 
※
 
利
用
者
負
担
額
と
し
て
は
、
合
算
し
て
計
算
す
る
が
、
償
還
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
支
給
決
定
を
受
け
た
法
律

に
基
づ
く
給
付
に
よ
り
償
還
す
る
。
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（
４
）
社
会
福
祉
法
人
減
免
に
つ
い
て

 
 【
基
本
的
考
え
方
】
 

○
 
社
会
福
祉
法
人
に
つ
い
て
は
、
低
所
得
者
も
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
公
共
性
の
高
い
法
人
と
し
て
制
度
上
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で

あ
り
、
こ
の
た
め
、
社
会
福
祉
法
人
が
利
用
料
を
自
ら
負
担
す
る
こ
と
で
、
利
用
者
負
担
を

減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

そ
の
際
、
激
変
緩
和
の
観
点
か
ら
、
一
定
の
範
囲
の
者
に
対
す
る
利
用
料
減
免
措
置
に
つ

い
て
は
、
経
過
的
に
、
特
に
公
費
に
よ
る
助
成
を
行
う
こ
と
に
よ
り
そ
の
実
施
を
促
進
す
る
。
 

 

【
公
費
負
担
に
よ
る
減
免
対
象
】
 

○
 
減
免
対
象
 

下
記
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
場
合
の
一
の
事
業
者
（
社
会
福
祉
法
人
又
は
市
町
村
、
都
道

府
県
が
実
施
す
る
社
会
福
祉
事
業
体
（
以
下
「
社
会
福
祉
法
人
等
」
と
い
う
。
）
）
に
係
る
一

月
の
利
用
額
の
う
ち
、
月
額
負
担
上
限
額
の
半
額
を
超
え
る
額
を
減
免
 

低
所
得
１
・
・
・
7
,
5
0
0

円
を
超
え
る
額
 

低
所
得
２
・
・
・
1
2
,
3
0
0

円
（
①
に
つ
い
て
は
、
7
,
5
0
0

円
）
を
超
え
る
額
 

①
 
在
宅
で
生
活
を
す
る
者
の
う
ち
、
通
所
施
設
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
（
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
児

童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
）
を
利
用
す
る
場
合
の
定
率
負
担
分
 

②
 
２
０
歳
未
満
の
施
設
入
所
者
の
定
率
負
担
分
 

③
 
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
等
（
居
宅
介
護
、
行
動
援
護
、
外
出
介
護
）
の
定
率
負
担
分
 

 
※
 
食
費
等
実
費
負
担
に
つ
い
て
は
、
低
所
得
者
に
対
す
る
配
慮
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
減
免
の
対
象
と
し
な
い
。 

 
※
 
１
８
年
１
０
月
以
降
の
対
象
と
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
検
討
。
 

 【
公
費
負
担
に
よ
る
減
免
対
象
と
な
る
低
所
得
者
】
 

○
 
低
所
得
者
１
，
２
の
者
の
う
ち
、
申
請
者
（
支
給
決
定
を
受
け
た
障
害
者
又
は
障
害
児

の
保
護
者
）
及
び
申
請
者
の
属
す
る
世
帯
の
主
た
る
生
計
維
持
者
（
以
下
「
申
請
者
等
」

と
い
う
。）
が
一
定
の
不
動
産
以
外
の
不
動
産
*
を
有
さ
ず
（
個
別
減
免
の
基
準
と
同
様
）、

申
請
者
等
の
収
入
及
び
預
貯
金
等
の
額
が
基
準
額
以
下
の
者
 

 
 
 単
身
世
帯
 
   

 ２
人
世
帯
 
 
  
 
 ３
人
世
帯
 

 
（
収
入
基
準
額
）
 
 
 １
５
０
万
円
 
 
 
 
２
０
０
万
円
 
 
 
 
２
５
０
万
円
 

 
（
預
貯
金
等
額
）
 
 
 ３
５
０
万
円
 
 
 
 
４
５
０
万
円
 
 
 
 
５
５
０
万
円
 

※
 
収
入
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
世
帯
人
数
が
一
人
増
え
る
ご
と
に
５
０
万
円
加
算
、
預
貯
金
額
等
に
つ
い
て

は
、
１
０
０
万
円
加
算
 

 （
対
象
者
の
認
定
方
法
）
 

○
 
減
免
対
象
者
で
あ
る
こ
と
を
利
用
者
が
必
要
書
類
を
添
付
し
て
申
請
す
る
。
た
だ
し
、
実

際
の
申
請
を
行
う
場
合
に
は
、
事
業
者
が
と
り
ま
と
め
て
、
市
町
村
に
申
請
書
を
提
出
す
る

こ
と
も
認
め
る
。
 

 
 
市
町
村
に
お
い
て
対
象
者
で
あ
る
認
定
を
行
っ
た
場
合
は
、
社
会
福
祉
法
人
減
免
の
公
費

助
成
対
象
者
で
あ
る
旨
を
受
給
者
証
に
記
載
す
る
。
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○
 
在
宅
で
暮
ら
す
者
に
つ
い
て
、
収
入
や
資
産
額
を
認
定
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
多
様
な

生
活
実
態
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
市
町
村
の
事
務
の
簡
素
化
の
観
点
等
か
ら
、
申
請
者
の

属
す
る
世
帯
の
主
た
る
生
計
維
持
者
*
の
収
入
額
及
び
障
害
者
の
受
け
る
年
金
額
、
資
産
を

確
認
す
る
こ
と
で
、
当
該
世
帯
に
お
け
る
収
入
額
、
資
産
額
を
確
認
し
た
も
の
と
み
な
す
。
 

*
主
た
る
生
計
維
持
者
は
世
帯
で
も
っ
と
も
収
入
額
の
多
い
者
と
す
る
が
、
住
民
票
の
世
帯
主
等
を
収
入
の

多
い
者
と
し
て
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
  

○
 
認
定
方
法
 

・
申
請
者
及
び
主
た
る
生
計
維
持
者
の
収
入
額
並
び
に
障
害
年
金
の
額
の
合
計
額
が
基
準
額
以
下
で

あ
る
こ
と
。
 

申
請
者
及
び
主
た
る
生
計
維
持
者
の
収
入
額
を
確
認
で
き
る
も
の
（
給
与
の
証
明
書
、
事
業
収
入
が

わ
か
る
資
料
）
及
び
年
金
証
書
、
年
金
振
り
込
み
通
知
書
の
写
し
を
申
請
書
に
添
付
。

 
・
預
貯
金
額
が
一
定
額
以
下
で
あ
る
こ
と
、
一
定
の
固
定
資
産
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
。
 

申
請
者
及
び
主
た
る
生
計
維
持
者
の
主
た
る
収
入
を
管
理
す
る
通
帳
の
写
し
、
居
住
用
以
外
の
固
定

資
産
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
証
明
で
き
る
も
の
（
固
定
資
産
税
の
写
し
、
住
民
票
の
写
し
等
）

 
 【
社
会
福
祉
法
人
等
に
対
す
る
公
費
助
成
】
 

 
減
免
額
の
う
ち
、
法
人
が
本
来
徴
収
す
べ
き
利
用
者
負
担
額
の
５
％
ま
で
は
２
分
の
１
，

５
％
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
４
分
の
３
を
公
費
助
成
の
対
象
と
す
る
方
向
で
関
係
省

庁
と
調
整
中
。
 

 【
社
会
福
祉
法
人
減
免
の
対
象
と
な
る
法
人
に
つ
い
て
】
 

○
 
社
会
福
祉
法
人
等
を
原
則
と
す
る
。
 

○
 
な
お
、
市
町
村
が
、
当
該
市
町
村
が
属
す
る
地
域
（
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
に
お
け

る
都
道
府
県
が
定
め
る
区
域
）
に
お
い
て
特
定
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
社
会
福
祉
法
人

等
が
な
い
と
認
め
た
場
合
は
、
当
該
地
域
で
特
定
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
利
用
者
が
軽

減
措
置
を
受
け
ら
れ
な
い
た
め
、
例
外
的
に
社
会
福
祉
法
人
等
以
外
の
法
人
も
対
象
と
す

る
。
 

○
 
社
会
福
祉
法
人
減
免
を
行
う
法
人
は
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。
 

 【
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
及
び
月
額
負
担
上
限
額
の
関
係
に
つ
い
て
】
 

○
 
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
に
つ
い
て
は
、
社
会
福
祉
法
人
減
免
を
適
用
後
の
利
用
者

負
担
額
を
も
と
に
算
定
す
る
こ
と
。
 

○
 
月
額
負
担
上
限
額
の
算
定
に
つ
い
て
も
、
各
事
業
者
ご
と
に
講
じ
ら
れ
た
社
会
福
祉
法

人
減
免
を
適
用
し
た
後
の
利
用
者
負
担
額
を
も
と
に
行
う
こ
と
。
 

 

97



 
 

98



障害福祉サービスの実施状況等について

ー 障害福祉サービス利用の実態把握調査の集計結果（速報） －

平成１７年１０月６日

参考資料２
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１．障害福祉サービスの利用実態把握調査の概要

【調査対象】
全国の2,501自治体（平成16年10月末現在の全市区町村）

【調査対象サービス】
次のサービスに関して、平成16年10月分の利用実績を把握

○ 訪問系サービス
・ ホームヘルプサービス（身体障害、知的障害、精神障害、障害児）（※）

○ 通所系サービス
・ 通所施設（身体障害、知的障害）（※）
・ デイサービス（身体障害、知的障害、障害児）（※）
・ ショートステイ（身体障害、知的障害、精神障害、障害児）（※）

○ 居住系サービス
・ グループホーム（知的障害、精神障害）（※）
・ 入所施設（身体障害、知的障害）

（注） 精神障害者及び障害児の入所施設及び通所施設は、実施主体が都道府県であったり、給付の仕組みが利用者への個別給付
でないこと等から、調査対象から除外されている。

【調査の目的】
障害者自立支援法案の施行に向けて、障害福祉計画に係る基本指針の策定等のために、障害福

祉サービスの利用実態を把握することを目的に実施

（※）は、居宅系サービス
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２．サービスの実施状況

（ホームヘルプサービス）

○ 自治体の実施率をみると、身体障害（８３％）、知的障害（６６％）、精神障害（４９％）、障害児（４９％）となっており、
支援費制度がスタートした平成15年4月段階と比べるといずれも大きく改善しているが、なお、精神障害と障害児に
ついては過半数の自治体で未実施となっている。
★栃木県 身体障害（８９％）、知的障害（８９％）、精神障害（８２％）、障害児（８０％）

○ 未実施自治体の多くは人口規模の小さい自治体であり、実施自治体の人口が総人口に占める割合（人口カバー
率）でみると、身体障害、知的障害は9割を超え、精神障害も8割近くがカバーされている。
★栃木県 身体、知的、精神、障害児 ともに９割超

（通所系サービス）

○ 障害種別によって実施率が大きく異なっており、知的障害の通所施設の実施率が高くなっている一方で、身体障
害（通所施設・ショートステイ）や精神障害（ショートステイ）の実施率は低くなっている。
★栃木県 同様の傾向

（居住系サービス）

○ 入所施設は、実施率・人口カバー率ともに高く、人口規模にかかわらず大部分の自治体で実施されているのに
対し、グループホームについては、知的障害で７６％、精神障害で２７％にとどまっている。
★栃木県 入所施設：同様の傾向

グループホーム：知的障害（９６％）、精神障害（５２％）
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３．サービスの利用人数

（居宅系サービス） ※ ホームヘルプサービス、通所施設、デイサービス、ショートステイ、グループホーム

○ 地域で居宅系サービスを利用する障害者は２６４，２００人。知的障害が最も多く（１２１，９００人：４６％）、次いで
身体障害（８４，９００人：３２％）、障害児（４３，０００人：１５％）、精神障害（１５，０００人：６％）となっている。

○ 居宅系サービスの中では、ホームヘルプサービスの利用者が最も多く、１０６，９００人。そのうち身体障害が過半
数（５６，０００人）を占めている。

これに対し、知的障害者は、通所施設・デイサービスを多く利用している（８３，３００人）。

（居住系サービス）

○ 福祉施設の入所者は１４１，３００人。うち知的障害が約７割（１０１，８００人）を占めている。これに対し、グループ
ホームの利用者は２１，８００人。うち知的障害が約８割（１６，９００人）を占めている。

（地域格差）

○ 都道府県別に人口に占めるホームヘルプサービスの利用者数の割合をみると、格差が６．３倍となっている。

○ 都道府県別に人口に占める入所施設の入所者数の割合をみると、格差が４．１倍となっている。
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居宅系サービスの利用者数（都道府県総人口に占める利用者数の割合）

※居宅系サービス　：　ホームヘルプサービス・デイサービス・ショートステイ・グループホーム・通所施設（精神障害者及び障害児の通所施設分は含まれていない）
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（人／１０万人）

○　全国の利用者数　　　　２６．４万人（人口１０万人当たり　２０７人）
○　都道府県の最大格差 　２．４倍

全国平均
２０７人／１０万人
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（人／１０万人）

○　全国の利用者数　　　　１０．７万人（人口１０万人当たり　８４人）
○　都道府県の最大格差 　６．３倍

全国平均
８４人／１０万人

ホームヘルプサービスの利用者数（都道府県総人口に占める利用者数の割合）
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入所施設の利用者数（都道府県総人口に占める利用者数の割合）
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（人／１０万人）

○　全国の利用者数　　　　１４．１万人（人口１０万人当たり　１１１人）
○　都道府県の最大格差 　４．１倍

全国平均
１１１人／１０万人

※ 利用者数は、施設の所在する都道府県ではなく、支給決定を行った市町村の所在する都道府県に計上
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6
7

3
1

2
1

1
9

4
8

0
1
5

8
4

6
6
5

2
8
3

※
１

　
身

体
障

害
者

：
療

護
施

設
（
通

所
）
、

更
生

施
設

（
通

所
）
、

入
所

授
産

施
設

（
通

所
）
、

通
所

授
産

施
設

※
２

　
知

的
障

害
者

：
入

所
更

生
施

設
（
通

所
）
、

通
所

更
生

施
設

、
入

所
授

産
施

設
（
通

所
）
、

通
所

授
産

施
設

圏域
市

町
村

名
総

人
口

居
宅

介
護

両毛 県西県東・央県南県北

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

居
宅

サ
ー

ビ
ス

利
用

者
数

合
計

（
延

べ
人

数
）

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム

知
的

通
勤

寮

身
体

通
所

施
設

(※
１

）

知
的

通
所

施
設

（
※

２
）

短
期

入
所
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入
所

施
設

の
利

用
者

数
Ｈ

１
６

．
１

０
現

在

更
生

施
設

療
護

施
設

入
所

授
産

施
設

入
所

更
生

施
設

入
所

授
産

施
設

国
立

の
ぞ

み
の

園

人
人

人
人

人
人

人
人

人
/
１

０
万

人

鹿
沼

市
9
4
,3

6
5

2
1
9

8
9
4

1
2

1
3
5

1
4
3

日
光

市
1
7
,0

6
9

6
1

2
3

3
3
3

1
9
3

今
市

市
6
3
,3

9
6

2
1
2

4
6
0

5
8
3

1
3
1

西
方

町
7
,1

2
4

2
7

1
1
0

1
4
0

粟
野

町
1
0
,5

0
7

3
1
3

1
1

1
8

1
7
1

足
尾

町
3
,3

5
8

1
1
3

1
1
5

4
4
7

栗
山

村
2
,1

1
4

2
2

4
1
8
9

藤
原

町
1
1
,3

0
1

2
7

2
1
4

2
5

2
2
1

圏
域

計
2
0
9
,2

3
4

6
5
0

1
5

2
2
6

2
5

1
3
2
3

1
5
4

宇
都

宮
市

4
5
0
,9

6
4

1
7

8
1

1
2

2
4
5

2
9

3
3
8
7

8
6

真
岡

市
6
6
,0

4
6

1
1

2
3
7

7
5
7

8
6

上
三

川
町

3
1
,0

6
6

1
6

1
2
4

3
3
5

1
1
3

南
河

内
町

2
1
,3

2
0

7
1

1
9

2
7

1
2
7

上
河

内
町

9
,8

3
6

1
1
0

1
1

1
1
2

河
内

町
3
5
,5

2
2

8
2

1
7

1
2

3
0

8
4

二
宮

町
1
6
,7

9
0

4
3

1
1

1
8

1
0
7

益
子

町
2
5
,6

2
0

1
7

2
1

2
3
1

1
2
1

茂
木

町
1
7
,1

9
4

9
3
3

4
4
6

2
6
8

市
貝

町
1
2
,7

6
3

3
9

1
1
3

1
0
2

芳
賀

町
1
6
,9

5
6

5
7

4
1
6

9
4

南
那

須
町

1
3
,2

0
1

1
4

1
1
4

1
2
1

1
5
9

烏
山

町
1
9
,2

0
2

5
2
1

3
2
9

1
5
1

馬
頭

町
1
3
,5

6
1

3
2
0

2
2
5

1
8
4

小
川

町
7
,1

4
9

2
1

5
1

9
1
2
6

圏
域

計
7
5
7
,1

9
0

2
0

1
5
6

2
3

4
9
3

5
8

5
7
5
5

1
0
0

栃
木

市
8
3
,8

3
5

1
3
6

1
6
2

5
1

1
0
6

1
2
6

小
山

市
1
5
5
,1

9
3

3
3
4

7
9
0

1
2

2
1
4
8

9
5

壬
生

町
4
0
,2

1
4

3
1
0

4
3
1

3
5
1

1
2
7

石
橋

町
2
0
,6

6
1

1
4

1
1
4

3
2
3

1
1
1

国
分

寺
町

1
7
,4

4
5

1
8

9
5
2

野
木

町
2
6
,6

2
2

4
2

2
7

2
3
5

1
3
1

大
平

町
2
8
,7

1
2

1
3

2
1
6

1
1

3
3

1
1
5

藤
岡

町
1
8
,8

4
2

1
8

1
1
8

1
2
9

1
5
4

岩
舟

町
1
9
,2

5
2

1
7

1
2
7

2
1

3
9

2
0
3

都
賀

町
1
3
,7

8
2

3
1

1
1

3
1
8

1
3
1

圏
域

計
4
2
4
,5

5
8

1
1

1
1
9

2
0

3
0
4

3
2

5
4
9
1

1
1
6

大
田

原
市

5
5
,2

1
8

1
4

1
4
2

5
6
2

1
1
2

矢
板

市
3
6
,4

1
8

1
5

3
2
3

1
3
3

9
1

那
須

塩
原

市
1
1
3
,8

7
0

2
4

4
7
4

5
1
0
7

9
4

さ
く
ら

市
4
1
,6

4
0

2
1
5

3
3
1

7
5
8

1
3
9

塩
谷

町
1
4
,2

9
1

1
2

1
1
4

3
1

2
2

1
5
4

高
根

沢
町

3
0
,7

4
6

4
3

2
0

5
3
2

1
0
4

湯
津

上
村

5
,3

7
2

3
1

7
1
1

2
0
5

黒
羽

町
1
5
,3

6
3

4
3

2
3

3
1

3
4

2
2
1

那
須

町
2
7
,8

4
0

2
7

2
2
8

3
1

4
3

1
5
4

圏
域

計
3
4
0
,7

5
8

6
7
8

2
1

2
6
2

3
2

3
4
0
2

1
1
8

足
利

市
1
6
3
,7

5
0

5
2
5

8
1
3
3

1
5

2
1
8
8

1
1
5

佐
野

市
1
2
7
,6

5
0

3
2
9

8
1
2
6

7
1
7
3

1
3
6

圏
域

計
2
9
1
,4

0
0

8
5
4

1
6

2
5
9

2
2

2
3
6
1

1
2
4

県
計

2
,0

2
3
,1

4
0

5
1

4
5
7

9
5

1
,5

4
4

1
6
9

1
6

2
,3

3
2

1
1
5

圏域
市

町
村

名
総

人
口

両毛 県西県東・央県南県北

身
体

障
害

者
知

的
障

害
者

入
所

施
設

利
用

者
数

合
計

入
所

施
設

利
用

者
数

人
口

１
０

万
人

当
た

り
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